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政府・東京電力統合対策室合同記者会見 

 

日時：平成２３年１２月８日（木）１６：３０～２０：２０ 

場所：東京電力株式会社本店３階記者会見室 

対応：園田大臣政務官（内閣府）、森山原子力災害対策監（原子力安全・保

安院）、伊藤審議官（文部科学省）、加藤審議官（原子力安全委員会

事務局）、関審議官（環境省）、松本本部長代理（東京電力株式会社） 

＊文中敬称略 

 

 

○司会 

  それではただいまから政府東京電力統合対策室合同記者会見を開催させて

いただきます。本日細野大臣は公務のため欠席させていただきます。あらか

じめご承知おきをお願いいたします。それでは園田大臣政務官よりご挨拶及

び冒頭発言がございます。 

 

＜冒頭あいさつ＞ 

○園田政務官 

  それではただいまから合同記者会見を始めさせて頂きます。本日もお集ま

り頂きまして誠にありがとうございます。私からまずご報告でございますが、

先般来お話を頂いておりましたマニュアルの一覧でございますが、今日皆さ

ま方のお手元にございますように原子力対策基本法に基づく計画を運用する

ために原子力発電所の事故に対応することを目的として政府が作成をいたし

ました規定等の一覧でございます。ご覧いただきましたように原子力災害対

策マニュアル、そしてその作成主体がですね、一覧としてここに記載させて

頂いているとおりでございます。なお、これにつきましては現時点での把握

をしているということでございまして、この他にもあるやには聞いておりま

すけれども、現在のところで私どもで把握をさせていただいているものを一

覧表にして皆さま方にお配りをさせていただいたものでございます。それか

ら、先日ご質問頂きました過失、交通事故とですね、それから汚染水の今般

の、汚染水の漏えいについての、まぁ絡めてですね、ご質問を頂いたところ

でございます。したがって、交通事故などの過失と同程度のように罰せられ

るべきではないかというご主旨のご質問ではなかったかと受け止めさせて頂

きましたけれども、原子炉等の規制法におきましては故意か過失か、あるに

関わらずですね、原子炉設置者が原子炉等規制法で規制する基準を超えて放

射性物質を放出した場合、これについては同法で規定されている保安措置違
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反という形になります。当然なります。そして、保安措置義務に違反した場

合は、原子炉設置者に対し保安のために必要な措置等を講じるよう命じるこ

とというふうになっていますが、この命令に違反したときには罰則を科すと

いう形になっているのが現行の原子炉等規制法の立て付けでございます。し

たがいまして今般のようにですね、汚染水が漏えいしたからといって直ちに

これに罰則が科せられるという性質のものではないということをお伝えをさ

せていただきます。そして本日はちょうど環境省から、今日は来て頂いてお

りますので、今般の除染についてご案内のとおり、今実証実験がスタートを

いたしているところでございますけれども、それも含めて今後の除染の在り

方について環境省、担当の関審議官が来ておりますのでこの後皆さま方にお

伝えをさせていただくことになります。皆さま方におかれましては多岐にわ

たる形で大変ご心配をされていらっしゃるというふうに私どもも受け止めさ

せて頂いておりますので除染なくして福島の復興なし、という細野大臣から

の意向もございましてしっかりとこの除染についても国が責任もって進めて

いくというところを今実行に移させて頂いているという状況でございます。

私からは以上でございます。 

 

○司会 

 それではただいま園田政務官からご紹介がありましたとおり本日はまず環境

省から除染の現状等についての説明があります。環境省関係者でございます

が 17 時半頃には退席させて頂く予定でございます。そのためこの説明の後、

まず本件につきましての質疑の時間を設けさせて頂きたいと思います。通常

の説明と質疑は本件の質疑が終わりました後に予定させていただきたいと思

います。それでは環境省からの説明となります。 

 

＜除染の現状等について＞ 

○環境省  

  環境省の除染の担当審議官をやっております関と申します。本日はこうい

う説明の場を設けさせて頂きまして誠にありがとうございます。1枚の紙で配

布させていただきました。これをご覧いただければと思います。除染の推進

に向けた今後の流れというタイトルにさせていただきまして、皆さま方ご承

知のことかもしれませんけれども概要についてご報告させていただきます。1

番上の欄にございますように今年 8 月に議員立法で環境汚染対象特別措置法

が成立いたしまして、その法律の中で環境大臣が中心となって除染を進める

ということになったわけです。この法律は来年 1 月 1 日に完全施行するとい

うふうになっていまして、現在 1番上の欄になりますように平成 23 年中とい
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うことで、具体的なその法律のルールにつきましては、ほとんどのものが環

境省令で制定するということになっておりまして、これを現在策定中という

ことでございます。もう少し具体的に申し上げますと、まず除染に取り組む

基本的な方向を国が定めるということで基本方針というふうに法律でなって

おりまして。これにつきましては 11 月 12 日に閣議決定いたしまして除染等

の基本方針が既に制定されております。個別の省令事項につきましては手続

き的には環境省に専門家からなる委員会を設けまして専門家のご意見も伺い

まして 10 月と 11 月の 2 回に分けて省令案をパブリックコメントさせていた

だきまして、パブリックコメントを終了いたしまして、現在省令の中で数値

基準等に関する部分につきまして放射線審議会、及び原子力安全委員会にお

諮りしてご審議頂いているところでございまして、この審議が終了し、了解

が得られましたら直ちにこの省令を公布したいとこのように考えています。

こういうことで今年中に全ての定めるべき省令等を制定いたしまして 1 月 1

日から本格施行に入ると、こういうことでございます。その下の欄で国除染

地域と書いてある所で幾つか項目を分けておりますけども、この法律、国が

除染する地域と自治体が除染する地域ということをわけていまして、これも

省令でございますが、国が除染する地域は、現在の省令の案では警戒区域と

計画的避難区域につきましては国が自ら除染するとこういうふうな仕分けに

なる予定です。その一方で自治体さんに除染をお願いするところにつきまし

てはそれ以外の所でございまして、追加的な被ばく量が 1mSv/h を超えると思

える地域ということで、具体的には時間当たりの空間線量率で 0.23μSv を一

定の面積をもって超えるような自治体におきましては対象となるということ

でございまして、省令等が、地域指定省令と呼んでいますが、これが交付さ

れましたと同時に環境大臣によりまして法律上は汚染状況重点調査地域とい

う名前でございますけれども、これを指定させていただきましてそれぞれの

自治体さんにおかれましては汚染状況をもう一度調査をしていただきそれに

基づきまして除染実施計画というのを策定していただき、それを元に除染を

行って頂くと、こういうふうになっております。一方、紙にございますよう

に国が除染する地域におきましては先ほどの警戒区域と計画的避難区域を指

定させて頂く予定でございますけれども、まず除染計画というのを国自らが

この地域につきましては策定させていただきます。このためには詳細なモニ

タリングが必要でございますので11月からこの地域につきまして詳細モニタ

リングを既に開始させていただいているところでございまして、来年 1 月 1

日の完全施行になりました後、速やかに国がこの地域の除染実施計画を検討

いたしまして作成する、こういう予定になっています。これと並行いたしま

して次の欄ですが、モデル事業と書かせて頂きましたがこの警戒区域と計画
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的避難区域におきましては大変線量が高くてどういう除染方法が適切である

か等々について不明な点も多々ございますので黄色い線でございますが、こ

れは実際には内閣府の事業として JAEA に委託をして現在行われていますが、

除染のモデル実証事業ということで既に幾つかの地区においては開始させて

いただいているところでございます。この結果を踏まえまして、国が担当い

たします高線量の地域におきましてどのような除染方法が望ましいのかとい

うことを決定していきたいとこのように考えています。黄色い矢印の右の方

をご覧いただきますと年度末、来年度 3月末、3月ぐらいから 24 年にかけて

高線量地域を対象としたモデル事業と書いてありますが、こちらの方は環境

省が自ら担当いたしまして継続的なモデル事業、第 2 段階のモデル事業とい

うのをやっていく予定にしております。それから次の欄であります。除染が

どうなっているかということでありますけれども、昨日から防衛省にお願い

いたしまして拠点的な町役場について自衛隊による除染というのをやってい

ただいておりまして、これは昨日 12 月 7 日から 2週間程度で 4町村の役場の

除染をやっていただくということでありまして、これは役場を今後本格的な

除染をやるための拠点的な場所とするということで、まず点としての役場を

除染し、そこを中心に本格的除染をやっていきたいということでありまして、

本格的除染というのは私どもが民間の事業者の方に仕事として発注してやっ

ていただくわけでありますけれども、特措法が施行する前に自衛隊がこうい

うことでやっていただいているということで、大変感謝しておるところであ

ります。自衛隊の除染がありまして来年に入りましたら特措法に基づいて本

格的な除染をやっているようになっていますが、そこに書かせていただいた

ように除染の実施で、下にインフラ設備を先行的に実施ということでありま

して、まずは順番といたしまして町役場、あるいは町役場に通じる道路、あ

るいはそのインフラ、住民の方に戻って頂くためにはインフラ系の設備が重

要でありますので、まずはそういう所を除染の重点箇所として除染をやって

いきたいと考えておりまして、徐々にその生活空間全般の除染を開始してい

きたいというふうに考えています。右の方をご覧いただきますと平成 24 年度

に入りまして引き続き除染をやらせていただくわけでありますけれども、モ

デル事業の成果等は随時評価しながら本格的除染のやり方を試行錯誤的では

ございますけれども、考えながら進めていきたいとこういうふうになってい

ます。それから次の欄でございますが、仮置き場と書かせて頂きましたが、

除染をやりまして放射性物質でありますから無害化というのは当然出来ませ

んので、隔離するしかないということで、除染を行いますと除去土壌が大量

に発生しますので、これを取りあえずは仮置きをする、仮置き場と呼んでい

ますがこれを設置する必要があるということで現在も国が除染する地域にお
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きましてはそれぞれの当該市町村の方々等と、どこに仮置き場を設置するか

について調整をさせていただいているということでございます。まぁただ、

福島市等で除染が既に市町村によって行われている例を見ましてもなかなか

住民の方、早く除染をして欲しいという強い要望があります反面、仮置き場

についてはなるべく自分のうちの近くには置かないでくれというような正に

ニンビーの not in my backyard ということがございまして、簡単には仮置き

場の設置が進んでいないというのが現状でございまして、私どもも様々な観

点から安全性に配慮した仮置き場によって追加的被ばくはほとんど起きない

ということも丁寧に説明してご理解を得ていきたいと思っています。仮置き

場設置と除染というのは、あいまって進めざるを得ませんので、仮置き場が

決まった所については仮置き場を作って地域の除染を行い、仮置き場に除去

土壌等を搬入するということを継続的にやっていく予定にしております。ま

た最後の欄、体制でございますけども、現在私ども環境省の出先として福島

の除染推進チームというのを設けさせて頂いて関係省庁の方にご参加いただ

き関係団体、東電を始めとして一体となって除染を進めていこうということ

ですが、環境省に限って申し上げますとここに書いてありますように、平成

24 年からは福島環境再生事務所というのを発足させて 60 人を超えるような

人を貼り付けて除染にあたりたい、また平成 24 年度 4月からは更に人員を増

強いたしまして 200 人超の人を配置してこの除染を進めていきたいと考えて

います。最後になりますけど特措法の一番上の欄の、左上で政省令ガイドラ

イン策定と書いてありましてガイドラインという言葉は政省令でいろんなル

ールを、例えば収集運搬保管、あるいは除染の方法等々、あるいは地域指定

のやり方等々を省令で定めるわけですが、なかなかそれだけでは十分に実際

に除染をやっていただく方々には分かりづらい面もございますので、ガイド

ラインというのを専門家のお知恵をお借りして策定しておりまして、150 から

160 ページになる予定ですがこれも 12 月中下旬にこの特措法の環境省令が交

付された時と同時に発表して自治体等々でご活用いただくようにしていると

ころでございます。私の方からの説明は以上でございます。 

 

○司会 

 それではただいま説明のありました件について質疑の時間を取らせていただ

きたいと思います。ご質問ある方は所属とお名前をお願いいたします。先ほ

ど申し上げましたように環境省の方々は17時半頃には退席させていただきま

す。できる限り多くの方々に質問してもらいたいので簡潔にお願いします。

それではご質問のある方は挙手をお願いします。いらっしゃいませんでしょ

うか。ではそちらの前の男性の方、そしてそちらの方、続けてお願いします。 
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＜質疑応答＞ 

○月刊誌ファクタ 宮嶋  

Ｑ： 本日は環境省の方にお見えいただきましてどうもありがとうございます。

月刊誌のファクターの宮嶋 です。1月 1日からの施行に当たってなかなか準

備が大変だと思うんですが、もう少し 1 月以降の環境省として除染に取り組

む体制についてですね、例えば4月 1日に200名ということでございますが、

これはこの年度末の機構定員要求ですとかでは、例えば何人になっていると

いうことですね。それから実質この事業を進めるにあたっては、もちろん環

境省が責任の中心とは思いますけど、恐らく実質的には農水省ですとか、国

交省ですね。地方公共団体を使うにしても、そういう役所が実務を実体的に

は担うと思うんですけど、そういう他省庁との連携を含めた国が一体となっ

ての除染の推進ということについて、現在どういうような誰がヘッドで、ど

ういう形で取り組まれていくのかということを、まず伺いたいと思います。 

 

Ａ：(環境省)1 月以降の体制でございますけれども、ご指摘のとおり来年度の機

構定員要求で、環境省 1,00 人ちょっとの省でございますので、200 数十名定

員要求をさせていただいておりまして、これを恐らくお認めいただけるだろ

うという前提で、福島につきまして 200 名超の人員配置になるというもので

ございます。なお併せて再生事務所というのは、福島市に設置する予定でご

ざいますけれども、それぞれの福島県内の地域に支所というものを設けて、

この 200 名は適宜福島市のみではなく支所にも配置させていただきたいとこ

のように考えております。また、政府一体とした取り組みでございますけれ

ども、事業経験の豊富な農水省さん、あるいは国交省さんにもご参加いただ

くように、政府の中で調整しておりまして、官房長官をヘッドとしました除

染等の関係閣僚会議というのも出来ておりまして、その中で政府一体の取り

組みを調整させていただいておりまして、現に農水省さん国交省さん、ある

いは経産省さんから、福島に除染のために人を先月から配置していただいて

るということでございまして、出来ましたら 200 名超の定員で人を配置する

時にも、環境省の職員だけではなくて、事業経験の豊富な事業官庁の方にも、

この中で来ていただいて政府一体として全力で除染に取り組んでいきたいと、

このように考えております。 

 

Ｑ：今の支所というのは、どのような形で町村単位に置かれるような形になる

という、要するに市町村の役所の中に、そういう環境省の出城みたいのがで

きるというイメージでよろしいんでしょうか。 
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Ａ：(環境省) 現在の予定でございますけれども、市町村毎ではなくて地域のブ

ロック毎に、全県で数箇所、4、5 箇所程度を予定しておりまして、それぞれ

事務所を探してそこに職員が配置されると、こういうことを想定してござい

ます。 

 

○司会 

 では次の方お願いします。 

 

○ネオローグ 小嶋 

Ｑ：ネオローグの小嶋です、よろしくお願いします。これから冬になるんで、

雪が問題になってきて、雪が降ると除染が進まないなどの考えが浮かびます

が、雪に対する対策というか、関して教えてください。もう 1 点、屋根の除

染に関して、東大の児玉教授なども、高圧水などでの効果が薄いということ

が上げられていますけども、新たな屋根に関する対策がどのように考えてい

るのか教えてください。もう 1 点、現在除染に関して、自然減、半減期を含

めた自然減などで 40％程度、残り除染などで 10 から 20％程度というような

数字が出てますけど、このような％で示していますが、結局どの程度の範囲

が 2年後、2年半後、3年後などのめどで住める範囲になるというか、見通し

というのは決まっているでしょうか。もう 1 点、森林などの効果が除染効果

が薄いなどという結果が今、実験などで出ていますが、この点に関してどう

いう対策をする予定かということを教えてください、以上です、よろしくお

願いします。 

 

Ａ：(環境省) まず第 1点、雪についてでありますけれども、浜通りは余り雪が

降らないと聞いていますが、中通りにつきましては、例えば飯館村等は、今、

雪が降りだすと積雪があるという地域でございますので、積雪いたしますと

なかなか除染ができませんので、雪が消える、あるいは雪が降る前にという

ことを考えておりますけども、除雪をして除染をするということは、今のと

ころ考えてございません。2点目でありますけども、屋根の除染について高圧

洗浄で洗うというのが、現在実用的な除染方法であると考えておりますけれ

ども、なかなか 2 割前後しか除染ができないという結果も出てきておりまし

て、これに変わる方法というのが現在のところは、いいものが見つかってお

らないということでありまして、除染技術に関しましては、内閣府が JAEA に

委託をして、公募をして実証をやっておりますので、そういう中で更に優れ

たものが出てまいりましたら、そういうものをとり入れて除染を進めていき
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たいと、このように考えております。3点目でありますけれども、先ほど申し

上げました 11 月 11 日に、閣議決定いたしました基本方針におきまして、今

年の夏から起算して 2年後に、一般の公衆で 50％、子供の生活空間で 60％の

放射線量の削減を目指すというのが政府の方針でございまして、4割弱の分は

自然減であると、残りの 10 から 20％を除染でとご指摘のとおりでございます。

どの範囲がどうなるのかということにつきましては、この目標というのは、

現在の線量が 20mSv/年以下の所について、政府としてこういう目標を定めさ

せていただいておりまして、現に人が居住している所を最終的には 1mSv/年に

もっていくために、こういう目標でやっていこうというものでございまして、

人が避難されております 20mSv を超える所につきましては、なかなかいつま

でにどうかということの目標が定めにくいわけでございますけれども、基本

方針の中におきましては、人が避難していらっしゃる地域の中でも比較的線

量が低い所につきましては、再来年度の末までに、人の生活空間について除

染すべきものは除染を終えて、仮置き場等に移すということを基本方針の中

で目標として決定しておりまして、その実現に向けて政府として全力をあげ

て取り組んでいきたいと考えております。4点目の森林の除染でございますけ

れども、森林全体の除染をどういうふうな方法がいいのかについては、林野

庁の方でご検討いただいてるというとこでございますけども、政府の方針と

しましては、取りあえず人の居住空間に対する影響を極力抑えるということ

で、居住地域から森林のふちから20m程度を集中的に除染することによって、

この除染というのは、落ち葉を回収する、あるいは常緑樹であれば必要な枝

うちをすると、こういう内容でございますけど、こうすることによりまして

居住空間への、森林からの放射線の低減を図ることが出来るという方針で、

この方針で当面進めていきたいと考えております。以上です。 

 

Ｑ：今の件に関してちょっと。除雪などしないということなので、除染に関し

て。雪が解けるまで待つという形でよろしいでしょうか。ということと、屋

根に関してなんですけれども、屋根の張り替えというか、取り替えなどの検

討はなされてるでしょうか。この辺は予算的に難しいのかなと思うのですが、

その兼ね合いについても教えてください。半減させる、60％軽減させるとい

うのは、20mSv 以下の地点ということでしたけれども、年間 1mSv に近づける

というのは、どの範囲まで 2 年間で可能なのかという見通しなどがあれば教

えてください。以上です。 

Ａ：(環境省) 積雪がある所については、現在のところは除雪をして除染すると

いうことは考えておりませんで、そういう地域については雪が消えるのを待

って、その分については除染するのが適切であろうというふうに考えてござ
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います。それから 2 点目の屋根の張り替えでございますけれども、現在の除

染の費用等々の中で、屋根を張り替えることによる除染ということは、予定

はしておりませんで、今後の検討課題になるのかなというふうに考えており

ます。3点目でありますけれども 1mSv に近づくのはどの範囲であるかという

のは、なかなか申し上げずらいんですけれども、2 年間で 50％の削減が低減

が出来る、これを実現したといたしますと、当然当たり前の話しであります

けども、現在の年間の線量が 2mSv 前後の所については、当然 1mSv になると

いうことでありまして、福島県内は、比較的濃度が高い所が多いわけであり

ますけども、福島県外で今後除染を行うような地域につきましては、2mSv か

ら 3mSv 程度の所、高くてもそういうとこが多ございますので、この 2年間の

除染によって、おおむね長期的な目標であります 1mSv に近づくのではないか

なと、このように考えております。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

○司会 

 他にご質問のある方。ではそちらの方。他にいらっしゃいませんか、では。 

 

○NPJ と吉本興業 おしどり  

Ｑ： NPJ と吉本興業のおしどりです、よろしくお願いします。私は第 116、117、

118 回の放射線審議会に傍聴しまして、環境省の除染に関する特措法の審議の

傍聴に伺ったので、その件も絡めて少しお聞きしたいのでよろしくお願いい

たします。まず先ほど、除染で 50％、2年後に下げるという目標、これが 8.26

の指針にも出ておりますが、除染で 10％しか下がりませんが、自然の低減、

減衰とウエザリングで 40％、人工による除染で 10％しか下がりませんが、大

体 2年後に 10％低減するという除染に、どれくらいの予算を考えられておら

れるのでしょうか、どれくらいの概算でいいですので、感じだけでも教えて

いただけたらと思います。0.23μSv/h 以上の地域が除染実施計画を定める区

域というふうに、116 回の審議会で上がっておりましたが、それの計算方式と

して、追加被ばくが年 1mSv 以下ということで、0.23 で年間線量を計算するの

ではなく、追加被ばくによる 0.19μSv の方のみで計算しておりまして、それ

で計算しますと年 998.64μSv になるのですが、0.23 で計算しますと 1208.88

μSv/h になりますので、こうすると年間 1mSv を超えてしまうのですが、基本

0.23μSv 以上の所を除染実施計画を定める区域にした理由が少し分かりませ

んでしたのでご説明していただけたらと思います。そして審議会の中で、か

なり用語がややこしくて委員の方も何度もご質問されていて、ちょっと私も
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区別がつかなかったのですが、特定一般廃棄物と、特定産業廃棄物と、特定

廃棄物の区別をお教えください。よろしくお願いいたします。最後にもう 1

点、現在の話なのですが、この特措法が施行されるまで、来年の 1 月 1 日か

らの特措法が即施行されるまで現在の段階では、8,000Bq/kg を超えるものに

関しての再利用の規制がないのではないかという質疑が上がりまして、それ

に対してのお答えが現在の法律上だと、8,000Bq/kg 以上超えても再生利用を

やろうと思えばできると、でも実際では 8,000 以下でも余り行われていない

状況なので、そのことは安心していいと思うというお答えだったのですが、

実際どのように現在この汚染されているもの、処理されたものがコンクリー

トや栄養土や再利用されているかどうかというのをチェックされているのか

教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。 

 

Ａ：(環境省) 第1点予算につきましてでありますが、福島県以外が長期的な1mSv

を目指すということであろうと、ぴったり該当するだろうということであり

まして、予算要求の段階でございますけれども、おおむね 1,000 億円程度福

島県以外の自治体において除染を行う際の必要経費として現在要求させてい

ただいているところでございまして、まだ内示等もございませんのでどうな

るか分かりませんけど、環境省として要求させていただいていると。それか

ら 2点目でありますが、0.23μSv と 0.19μSv、追加的被ばく量の 1mSv/年の

関係でございますけれども、標準的な生活パターンというのを想定いたして

おりまして、8時間野外にいて 16 時間屋内にいると。屋内は日本の木造家屋

という前提で。 

 

Ｑ： すいません、途中で。ありがとうございます。その計算式は存じておるの

ですが、その計算式をなぜ 0.19 で当てはめて 0.23 で計算しなかったという

疑問なのです。 

 

Ａ：(環境省) それでありますと、0.19 になるわけでありますけれども、バック

グラウンドで今回の原発事故と関係ないもともとあった地層的なバックグラ

ウンドの放射線というのがございまして、これが全国平均で 0.04μSv である

ということでありますので、その 0.19 に 0.04 を足して 0.23 というのが今回

の事故による追加的な被ばく量に 1μSv/年にあたると、こういうことで算定

したものでございます。 

Ｑ： ありがとうございます。すいません、その点について。0.23 で 8 時間屋外

で、そして 16 時間木造家屋の中でというふうに、0.23 で計算でしますと

1,208.88μSv になりますので、なぜ 0.23 で計算すると 1mSv を超え、この特



 

11 
 

措法の資料では 0.19 だと追加被ばくのみで年間 1mSv を超えないというふう

にしか記載されていないのですね。バックグラウンドと追加被ばくを足した

ものでなぜ計算しないのかという疑問なのですが。 

 

Ａ：(環境省) バックグラウンドと足したもので 0.23 で、0.19 はご承知のよう

に 8時間外でありますので、0.23 をそのまま外部被ばくで浴びると。16 時間

家の中にいらっしゃる時は、家屋による遮蔽効果がありまして 6 割カットさ

れるということで計算しておりますので、1mSv というのが時間線量で 0.19

になると。 

 

Ｑ： 追加被ばくで 0.19 のみだと 1mSv は超えないのですが、その 0.23 で計算

を計算すると超えるんですね。0.23×8＋0.4×16×365 だと 1,208 になるんで

すね。 

 

Ａ：(環境省) 1mSv という基本方針で定めておりますのは、今回の事故に伴う追

加的被ばくが 1mSv ということでありまして、もともとサーベイメーター等で

測ったものはその今回の事故によるセシウムから出ます線量と、もともと地

層にあります違う核種から出るものがございまして、その分が 0.04μSv/h で

あろうということでありますので、0.23 はそうなっておりますので、これは

1mSv/年に該当すると。 

 

Ｑ： 分かりました。追加被ばくの年間線量が 1mSv を超えないということで、

追加被ばくとバックグラウンドを合わせると1mSvは超えるという認識でよろ

しいでしょうか。 

 

Ａ：(環境省)それで結構です。 

 

Ｑ： 分かりました。では、現在食物などによります年間線量限度は、全ての核

種で 5mSv となっておりますが、追加被ばくそしてバックグラウンドからの年

間線量の被ばく、そして年間の食料の被ばくを総合するとかなり高いという

計算になるのですが。 

 

Ａ：(環境省) 特措法の基本方針で今回の事故による追加的な被ばく量 1mSv/年

というのは、外部被ばくのことでございまして、食品等を経由する内部被ば

くということは考慮しておりません、その中では。 
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Ｑ： 分かりました。今回の外部被ばく、そしてしかもその中の追加被ばくのみ

という計算だけですね。分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(環境省) それから特定廃棄物、特定一般、特定産業と、これは特措法の要

望でございまして、特定廃棄物というのはいわゆる指定廃棄物というのがご

ざいまして、指定廃棄物というのは、指定廃棄物と国が直轄で処理をする廃

棄物、それは今の予定しております環境省令では、警戒区域と計画的避難区

域の中にございます災害廃棄物は、国が直接処理をすると。この廃棄物とそ

れ以外の地域で、例えば福島県以外でも下水汚泥とか焼却施設の焼却灰等が

高いのがございまして、こういうものを国が指定すると。これを指定廃棄物

と呼んでおりまして、その両者を合わせたものを特定廃棄物というふうな用

語でこの法律の中で呼んでいるものでございます。それから 4 点目でありま

すけれども、この特措法自体はいわゆるリサイクル、再生利用の基準という

のを定めるようになってございませんので、そういう意味では再生利用の基

準がどうであるかということは、この法律は特に何も触れていないというも

のでございますけれども、当然のことながら収集運搬、保管、処分の基準と

いうのをこれも環境省令で今定めようとしているものでございまして、その

中で Bq 数、レベルに応じていろんな注意を払って処分するようになっており

ますので、そういうことから考えればそういう注意を払うようなものが、処

分をする必要があるものが普通の再生利用品として市場に流通することはな

いと、こういうふうな説明をその放射線審議会で、私は出ておりませんでし

たけども、があったのではないかなというふうに考えております。 

 

Ｑ： 分かりました。では現在そしてこの特措法が施行されてからも、汚染され

たものが再生利用するかどうかなどの、直接取り締まる法律は現段階ではな

いという認識でしょうか。 

 

Ａ：(環境省) 現時点で制度的にそういう法的な枠組みがあるかと言えばないと

思います。 

 

Ｑ： 分かりました。これから検討中ということになるのでしょうか。現在どの

ような形で処理されているもの、汚染されているものがどのようになってい

るかというのは環境省では把握しておられるのでしょうか。 

Ａ：(環境省) 廃棄物に該当するようなもの以外で、普通の製品で汚染されてる

かもしれない、ご趣旨はそういうことだと思いますけれども、そういういわ

ゆる廃棄物ではない、いらないものではないようなもので放射性物質によっ



 

13 
 

て汚染されているものの流通を規制するという制度はございませんで、現時

点におきまして環境省でそういう制度を検討してるということはございませ

ん。 

 

Ｑ： 分かりました。すいません 1点目に戻りますが。 

 

○司会 

 すいません、他の方がいるかもしれないので、もし他の方がいらした場合申

し訳ないけどまた改めてでよろしいでしょうか。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 長くなってるもので。他にご質問のある方、いらっしゃらなければ続けてお

願いしますけど。ご質問ある方。大変恐縮ですが他の方いらっしゃるので先

にやらさせていただきます。そちらの方とそちらの方、2人続けてお願いしま

す。 

 

○フリーの木野 

Ｑ： フリーの木野と申しますけれども。まず 1点目が、事業経験豊富な国交省、

農水省と一体となってやられるということなんですけれども、これは除染に

関してはどの省庁も事業経験というのはないと思うんですけれども、どうい

ったことを期待されているのでしょうか。その辺ご説明いただけますでしょ

うか。それから除染費用なんですけれども、一応その特措法の中では事業者

の円滑という話がありますが、一方で東京電力は先日報道がありましたよう

に、放出したものに関しては自分たちの物ではないので除染費用を負担する

必要はないと、そういう義務はないという主張で裁判でそういった論調を出

しておられますけれども、国はこれに関して個々の、個別の裁判のことなの

で特段そういったことの意見というのは難しいとは思いますが、そういった

事業者に今回どういった形で除染費用を負担していただくのか、その辺どう

いうふうにお考えなのかお聞かせいただけますでしょうか。以上 2点です。 

 

Ａ：(環境省) 国交省、農水省との事業官庁と一体としてというのが政府の方針

でございまして、もちろん除染というのは世界的にもこんな大規模な除染と

いうのは例がございませんで、参考になるものがないというのはご指摘のと

おりでございます。ただ例えばでございますけれども、農地や森林の除染と
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いうのは、除染に伴いまして仮に表土をはぎますと、生産地としての地力が

落ちてしまうという問題がございまして、その後いかに農業生産に適した農

地に戻すか等々、正にこれまで農水省さんがやられてきました農地の構造改

善議論そのものでございますので、こういう経験というのは環境省にはござ

いませんけれども、例えば農水省には豊富にございますので、そういう事業

の経験等々を農水省さんに発揮していただいて、一体として農業をやってる

方が除染によって、引き続き除染をやることによって引き続き健全な農業経

営ができるようにというようなことも重要なことだと考えております。それ

から 2 点目費用のことでございますけれども、私どもその個別の裁判につい

ての主張は承知しておりませんけれども、報道で知ってる程度でございます

けれども、いずれにしましてもその除染というのは今回の事故に伴って必要

を迫られたものでありますので、政府あるいは環境省としては除染にかかっ

た費用というのは東京電力に求償させていただくというのが方針でございま

す。以上です。 

 

Ｑ： 分かりました。1 点目なんですけれども、そうすると基本的には除染その

ものに関してはこれは環境省がまず先にやって、今地力がというお話があり

ましたけれど、それは除染が済んだ後の話だと思いますので、その後のこと

を農水省なり国交省なりというのが分担というか、担当していくような形に

なるんでしょうか。その作業の進め方としては。 

 

Ａ：(環境省) 除染そのものも例えば農地でありましたら、最初からどういうふ

うなやり方があるかと。表土を除去するというのもありますし、農水省の研

究所でいろんなご提案をされておりますけれども、深く耕すということもご

ざいますし、様々な方法がございますので、それはその除染の計画を作る段

階からそういう農地の保全等の知見をご提供いただいて一緒になって進めて

いくのが最も良い除染のやり方であろうというふうに考えております。 

 

Ｑ： 当面その辺の費用というのは先ほどの 1,000 億の中に全部入っているとい

うことなんでしょうかね。 

 

Ａ：(環境省) 先ほどの 1,000 億は福島県以外で周辺の県等で除染が必要な所は

出てまいりまして、これは特措法で地域を指定させていただくんですけれど

も、そういう自治体において除染を行うための費用として 1,000 億程度を計

上させていただくようにしておりまして、国が行います濃度が高い地域、福

島の警戒区域と計画的避難区域については、別途予算を要求させていただい
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ておりまして、現在のところは予備費から始まりまして、来年度の予算要求、

債務負担行為で再来年度合わせて 1,000 兆円を超える除染費用を確保してま

いりたいと、このように考えております。 

 

Ｑ： ごめんなさい、先ほどの 1,000 億は福島県外、そうすると警戒区域とかに

指定されていない福島県内というのはどこに入るんでしょうか。 

 

Ａ：(環境省) これはまた別途で、福島県内にありまして国が直接やらない地域、

例えば福島市等になりますけれども、これは福島県に現在基金がございまし

て、その基金に国が支出をさせていただいて、その基金を通じてご支援させ

ていただくということでございまして、予備費で既に手当てをされておりま

すし、今回の 3次補正でも一定額手当てされておりまして、3,000 億程度であ

ったと記憶しております。 

 

Ｑ： その基金の中には東京電力の負担というのはどういう形でこれから入って

くるんでしょう。 

 

Ａ：(環境省) それは全てこれまで国が予算として計上して、国の費用として福

島県を支援させていただいているものでありまして、それについて後ほど国

として東京電力に求償させていただくと、こういう仕組みでございます。 

 

Ｑ： それはいつ頃どういう形でという、具体的なめど、時期、方法というのは

あるんでしょうか。 

 

Ａ：(環境省) 現時点ではまだ決まっておりません。 

 

Ｑ：いつ頃までに決める予定なんでしょうか。 

 

Ａ：(環境省)財務省とご相談をして決めていきたいと思っております。 

 

Ｑ：まだ全くその辺の費用手当てというのは見えていない。 

 

Ａ：(環境省)予定とスケジュール等は決まってございません。 

 

Ｑ：  

 分かりました。以上です、ごめんなさい。ありがとうございます。 
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○司会 

 すいません、次の方どうぞ。 

 

○回答する記者団 佐藤 

Ｑ：よろしくお願いします。回答する記者団の佐藤と申します。環境省の除染

に関係して。除染に水あるいはお湯を使用することになるかとは思うんです

が、使用する水の総量というのは最終的にどれぐらいになるか、幅はあるか

と思うんですけれども、何らかの見込み、計算というのはあるのでしょうか。

合わせてそれに含まれて出てくると言いますか、それに含まれることになる

放射性物質の総量というのがどれぐらいになるのか教えていただけませんで

しょうか。 

 

Ａ：(環境省)1 点目の除染で高圧洗浄等で水あるいはお湯を使いますけれども、

総量がどうなるかということは見積もっておりませんので分かりません。そ

れから量は分かりませんので、それに含まれる除染によって水に移行する放

射性物質の量ということであると思いますけれども、これも現時点では不明

であります。 

 

Ｑ：分かりました。その処理後の水の関係なんですけれども、これは水はどこ

かで保存することになるのかどうか、あるいは側溝から垂れ流すようなこと

になるのか、その水が放射性廃棄物にあたるのかどうかということも確認さ

せていただければと思います。併せて水の処理方法の定めというのが何らか

あるのか、よろしくお願いします。 

 

Ａ：(環境省)除染で水を使って洗浄しますと当然水の中にそのセシウムが移行

する、これで除染がされるわけでありますけれども、これはなるべくその 2

次汚染を引き起こさないようにというふうな注意義務のようなものは定めて

ございますけれども、予定でありますけれども、厳密に現地で水処理をする

というのも現実的には不可能でありますので、例えば屋根を除染しましたら、

それを雨どいを通じていわゆるホットスポットになる雨どいの下の土に溜ま

るわけでありますけれども、土というのはフィルターの機能もございまして、

セシウム等をそこで濾し出すわけでありまして、そういうものを順番に上か

ら下に、最後はその土を除去することによってセシウムがその除染地域以外

の所に広く流れ出すということは防げるんではないかなと思っております。

これが放射性廃棄物にこの水があたるのかという意味では、その特措法の中
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ではそういうふうな規定はございませんので、特にその水の濃度について何

らかの規制があるかと言えばございません。 

 

Ｑ：分かりました。ちょっと関係で二つお聞かせいただけますでしょうか。ま

ず除染という言葉の考え方についてなんですが、今のお話ですと汚染を除く

というよりは別の場所に移すという意味で、移染というような言い方の方が

実態には合ってるのかなと思うんですが、その辺りどうお考えなのか。それ

と結局水そのものの方は垂れ流しになるということだと思うんですけれども、

それでいいのかどうかお聞かせいただけませんでしょうか。 

 

Ａ：(環境省)除染という日本語は汚染を除くということかもしれませんけれど

も、ご承知のように無害化するということは放射性物質の元素の話ですから

できませんで、環境省が従来扱っております化学物質でしたら、高温で化学

結合が起きることによって違う物質にというか、構造の物になりますので、

それで無害化できますけど、これは元素そのものの話でありますので、いず

れにしても無害化というか放射性がなくなるような形に処理は出来ませんの

で、隔離をして自然に崩壊して減衰するのを待つしかないという意味では、

消すわけではなくて、集めて保管して隔離をして自然に崩壊するのを待つと

いうことだと理解しております。それから、除染の水の垂れ流しではないか

ということでありますけれども、全くの垂れ流しではもちろんありませんで、

先ほど申し上げましたように、幸いなことに土地というのがセシウムを極め

て吸着する効果がございますので、それぞれの地点においては汚染された洗

った水というものの中に含まれているセシウムというのは、その下の土でろ

過されて、水そのものは綺麗になっているということでありまして。例えば

でありますけれども、私どもの方でも地下水のモニタリングをやらしていた

だいておりますけれども。幸い地表にセシウムがあって、雨が降って雨水は

地下水に流れていきますけれども、セシウムは表土の 5cm 以内にほとんど留

まっているということもありまして、そういう意味では汚染物質が水の中に

垂れ流しされるということではないというふうに考えております。 

 

Ｑ：分かりました。一つだけ多くなって恐縮です。追加でお聞かせください。

放射性物質の所有者が誰なのか、環境省としてはこの放出された放射性物質

の所有者というのは誰にある、あるいはどこにあるっていうようなお考えっ

てありますか。 

 

Ａ：(環境省)一般の環境汚染でも、汚染物質が大気汚染でありましたら所有者
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は誰かという議論は、私も経験ございませんけれども、環境汚染の対処する

時には PPP ということで、ポリューター・ペイズ・プリンシプルということ

で、汚染者負担の原則と。汚染を起こした人が負担をして綺麗にするという

のが、従来からの過去 40 年くらいの世界的にも、我が国でもそういうことで

ありましたので、それに照らして言えば、セシウムの所有者が誰かというこ

とよりも、汚染を引き起こした方がその責任を持って、費用負担もして、回

復をするということだと考えております。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 

 

○司会 

 後 10分ほどでございますので、他にご質問ある方、多くいらっしゃいました、

後 2 名くらいにさせていただきたいと思いますけど、よろしいでしょうか。

まだ最初の方がお 1 人、まだ一度も手を挙げていらっしゃらない方いらっし

ゃいますか。お 1 人でよろしいですか。まず、お 1 人よろしくお願いいたし

ます。 

 

○NPJ の日隅 

Ｑ： NPJ の日隅と言いますけど、すいません、ちょっとご説明があったら申し

訳ないんですが、業者の設定等の方法、それから基準とかそのようなものは

どのようになっているんでしょうか。 

 

○司会 

 1 問でよろしいですか。 

 

Ａ：(環境省) 本格的な除染というのは環境省の方でまだ発注しておりませんの

で、これからでありますけれども。まず当たり前の話でありますけれども、

除染をする能力があるような事業者でないと意味がありませんし、公平な競

争が行われる必要があると、こういう観点を重視しながら、選定、発注をし

ていきたいとこのように考えております。 

 

Ｑ：そこでいう能力というのは、例えばどのようなことなんでしょうか。 

 

Ａ：(環境省) この特別措置法で、除染の方法というのを幾つか定めさせていた

だいて、そのガイドラインにも示しさせていただくわけでありますけれども、

そういう除染行為を行うのに適したような事業者としての能力があるという
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ことでありまして、そこは最低限当たり前のことでありますけど、必要であ

ろうと思っております。 

 

Ｑ： 結局これまでやられたことがないことですから、具体的な何かご説明をい

ただかないとなんかよく分からないんですけれども。あるいはその例えば、

下請け等についてですね、そこから先の下請け等について、どのようなチェ

ックをされるのか。つまり、能力があると思われてても、そこから先は能力

がない所に行ったりとかっていうような危険性はないのかとか、その辺につ

いて何か担保されるような措置は考えていらっしゃるんでしょうか。 

 

Ａ：(環境省)除染そのものはですね、土をはいだり、屋根や壁を洗ったり、枝

を折ったりということで、一つ一つの行為は極めて特殊なものではございま

せんけど、扱うものが放射性物質であるということでありますので、もちろ

んそういう土木建築的なことが出来るかどうかという見極めと、その事業者

の方にその放射線の専門知識を有する者がいらっしゃるかどうかということ

が、一つのポイントとなるというふうに考えておりまして、当然その下請け

等を活用される場合もあると思いますけれども、そういう下請けにおきまし

ても、そういうことが出来るという確認が必要であろうというふうに考えて

おります。 

 

Ｑ：その確認っていうのは直接下請け業者がそういうことの能力があるかどう

かということを行政の方で確認をされるということですか。 

 

Ａ：(環境省) 当然、今後除染事業として発注させていただきますけれども、発

注の際に審査をさせていただくようになると思います。 

 

Ｑ： 下請けも含めて、全体での事業計画を出させて、下請けの業者等もきちん

と報告させた上で選定をすると、こういうことですか。 

 

Ａ：(環境省) おっしゃるとおり報告をさせて、きちんと確認をしていきたいと

このように考えております。 

 

○司会 

 よろしいですか。まだ、一度もご質問されていない方で、ご質問ある方いら

っしゃいますか。それでは 2 回目のご質問ある方。では、そちらと。すいま

せん。見えませんでした。失礼しました。そちらお願いします。 
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○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ： すいません。ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。今の環境

省の方にお伺いをしたいんですけれども、よろしいでしょうか。先ほどのご

説明の中に、除染した水の中のセシウムがですね、5cm 以内の土の中にほとん

ど溜まるというご説明がございましたが、これ実験とか、実証データとして

は何％くらい留まるんでしょうか、セシウムが。 

 

Ａ：(環境省)すいません。ちょっとデータを今手元には持っておらないんです

けど、私の記憶ではですね、実際のセシウムが土壌の中にどう分布している

かと、垂直的に分析をしておりまして、5cm 以内で 90 数％は留まっていると

いうことだったと思います。私の記憶でありますけれど。 

 

Ｑ： すいません。それは今日の会見中の中で、後でデータ等は確認して教えて

いただくことは出来ますか。 

 

Ａ：(環境省) ここでは資料を持ってきておりませんので、役所に戻ってですね、

確認させていただきたいと思います。 

 

Ｑ： 分かりました。取りあえず、1点だけです。ありがとうございます。 

 

○司会 

 後、お 1 人くらいお時間があろうかと思いますけど。では、すいません、こ

ちら。 

 

○月刊誌ファクタ 宮嶋 

Ｑ： 月刊誌のファクタの宮嶋 ですが、1月 1日迎える前に、というかその後の

最大の課題はやはり仮置き場をどうするかということにつきると思っており

まして、現段階、あるいは年内にですね、福島全市町村、どれくらいのスピ

ード感で仮置き場が決まるのか。現段階で一つでも二つでもある程度形にな

っている所があるのか。それをまず 1 点伺いたくて。一応、市町村が作る場

合と、それとコミュニティごとに作るという二つあると思うんですけどね。

大きな行政区画もあると。そうすると、一つの町に幾つくらいの、なるべく

一つにまとめた方が管理はしやすいと思うんですけどね。そういうモデルと

いうのを環境省が示して、いかに行政にですね、地方団体、地方自治体にや

らせるかということだと思うんですけど、そういう青写真みたいなものです
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ね、特に福島ですけど、もちろん自治体が主体としてやるわけですけど、そ

れに対してある程度予算とかなんかで、インセンティブを付けてどういうス

ピード感でやっていこうとされているのかですね。是非その仮置き場につい

てのことを伺いたいんですけどね。 

 

Ａ：(環境省)ご指摘のとおりですね、仮置き場が出来るかどうかというのが、

除染の生命線のことがあると私どもも認識しておりまして、私ども聞いてお

りますのは、福島市や伊達市におきまして、幾つか仮置き場がこれまでに出

来たということでありますけれども、大変苦労されているということも、併

せて聞いております。市町村ごとに大きなものの一つがいいのか、あるいは

コミュニティ、自治会単位ごとに余り大きくない仮置き場を複数作る方がい

いのかというのは、出来ればどちらでもいいっていうのが正直な自治体さん

のお考えでありますし、私どもの考えでもありまして。費用につきましては、

いずれの形態にいたしましても、全額国が負担させていただくというもので

ありまして、費用のことで止まっているわけではございませんで、除染は早

くしていただきたいけれども、そういった仮置き場のようなものが、自分の

家の近くにあるということについては抵抗感があるというようなことで、な

かなか決まりづらいというのが実情でございまして、私ども先ほどのガイド

ラインというのも近々公表させていただきまして、仮置き場でこういうふう

な形にして、土嚢を積んで遮へいをする等々によって、そこから出てくる線

量率というのはこうなりますと、ほとんど問題ございませんと、こういうふ

うなものも分かりやすいものを配布する等々して不安を払拭してなるべく早

く仮置き場ができて除染が済むように、ま、全力を上げていきたいとこう考

えています。 

 

Ｑ： 地方公共団体ある程度足並みをそろえてもいらえませんとなかなか大変だ

と思うんですけど、いつまでに、なかなかいつまでにと言うことは申し上げ

にくいんだと思うんですけど、どれくらいのタイミング迄に、例えば年度内

にですとかね、あの来年の 6 月までにとか、地方公共団体に対するスケジュ

ール感みたいなものはですね、要するに予算執行と合わせていろいろあると

思うんですけど、そういうのってのはある程度青写真ができているんですか

ね。 

 

Ａ：(環境省)スケジュール感で申し上げますと、政府全体としてこの 2 年間で

先ほど 50％、60％ということでお願いしておりましてですね、自治体さんに

おかれましても一刻も早く除染をしたい、ということでありまして、ただま
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ぁ国がいつまでにやってくださいというふうなことをいってもなんの助けに

もなりませんで、予算は用意してできました、いろんな技術的な支援もさし

て頂きますと専門家もお手伝いさして頂きます、場合によっては国の職員が

計画を作るときに不満があればお手伝いさして頂きますと。まあ出来る事は

何でもやらさせていただいておりますけれども、一刻も早く除染を実現した

い、ということでありまして、いついつまでにやってくださいということで

はなくて、できるだけ早くということは、私どもも自治体さんも全く同じ事

でございます。 

 

○司会 

 もう少しだけ大丈夫ということでございます。確かあとお 2 人ぐらいいらっ

しゃったと思います。大変恐縮、結構簡単、簡潔にお願いできますでしょう

か。はい、では、そちらと、次そちら、続けてお願いします。 

 

○NPJ と吉本興業 おしどり 

Ｑ：NPJ と吉本興業のおしどりです。原山さんありがとうございます。では 1点

だけ短く。あのー先ほど関審議官が汚染者負担原則の PPP の事おっしゃられ

ましたが、PPP 解釈の公害健康被害補償法は今回の案件で適用されるのでしょ

うか、主務官庁が環境省ということでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

Ａ：(環境省)現在の公健法では放射性物質はその中に入ってございませんので

そういう意味では適応されません。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○ネオローグ 小嶋 

Ｑ：はい、ネオローグ小嶋です。よろしくお願いします。えーとですね 2 点だ

け。と、仮置き場が 3 年程度、中間貯蔵が数十年程度、最終処分場に関して

何年程度と決まってないと思いますけども、最終的にどの位の保管期間で、

オッケーなレベルになるのかっていう見通しがありましたら教えて下さい。

もう 1 点が、汚染がれきと除染によって出てくる草木などの処理で、焼却処

理などあると思うんですけど、この焼却処理を特別な放射性物質を取り除く

ようなフィルター付きの焼却施設をあたって、例えば作るなど新たにフィル

ターを、現状の焼却施設に足すなど、そういっためどと言うか、そういった

計画あるでしょうか。以上、教えて下さい。 
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Ａ：(環境省)仮置き 3年、中間貯蔵 30 年でありますけれども、これも当たり前

のことかもしれませんけども、セシウム 134、137 は現在大体同量に環境値ほ

ぼ同程度にあるというふうに理解しておりまして、セシウム134というのは、

半減期 2 年というのがありますから 20 年も経てばもうほとんど 0 になると、

方やそのセシウム 137 は半減期 30 年でありますので、100 年後にその 10 分の

1になっているということでありますので、どこまですればどうなるかという

ことでありますけれども、同じ量であったとして、100 年経ったときには、現

在のその放射能量、ベクレル数で見たら 5％位になっているということであり

ます。その程度であろうかなと思っております。それから 2 点目であります

けれども、草木と焼却してその灰にするということが最も効率的で貯蔵する

にして、バグフィルタ等の性能は極めてよろしいもんですから、そういうも

のを備えた所で焼却すれば大気中にセシウムが拡散して汚染を起こすことは

ないと実験でも確かめられておりますので、ただなかなか焼却施設周辺の方

は仮置き場と同じように、ご心配されておりますので、なんとかご理解をい

ただいて、こういうバイオ系の廃棄物についても焼却処理を進めていきたい

と思っております。 

 

Ｑ：はい、すみません。1点目ですけど、最終的に 100 年とかそういう期間を一

応めどにおいているという形でしょうかということと、2 点目の件について、

つまり現状のバグフィルタ付きの焼却設備ならば、ある程度取れるというこ

とで、新たに追加して施設を作るという予定がないということでしょうか。

この、汚染がれきとかも、除染に関して出てくる物以外で現在がれきとして、

がれきが汚染されたものに関して処理も同じような形でしょうかということ

を教えて下さい。 

 

Ａ：(環境省) 100 年がめどというわけでなくて、100 年経ったらこうなるとい

うことを、ご説明させていただきまして、いずれにいたしましても放射性物

質というのは無害化できませんので、減衰して、減るのを待つしかないとい

うことで、セシウムに関しては現状の 134 と 137 が同量にあるという状況か

ら見ますと 100 年経てばベクレル数で 5％程度になっているというものであ

りまして、それを最終的な処分をどこでどういうふうな形でやるかによって、

もっと高くでも全然気にすることはないと、いろんなことがあると思います

ので、政府として 100 年が単位であるということ、意味で申し上げたわけで

はありませんで、100 年経ったらこの程度になるという、私の理解を申し上げ

たことでございます。それで、バグフィルタにつきましては、市町村が現在

所有しておりますごみの焼却施設は、基本的全てバグフィルタ、あるいはそ
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の同等の集塵機がついておりますので、そういう所であれば問題なく焼却で

きると、いうのは確認しているところでございます。 

 

Ｑ：はい、分かりました。ありがとうございます。失礼します。 

 

○司会 

 それでは以上で本件に関します質疑は、終わりにさせして頂きたいと思いま

す。では、ここで環境省の関係者は退席しますので、ご了解いただければと

思います。それでは、以降式次第に従って進めさせて頂きたいと思います。

最初は環境モニタリングの状況についてです。まずは東京電力からの説明と

なります。 

 

＜環境モニタリングについて＞ 

○東京電力  

  東京電力でございます。環境モニタリングにつきまして、2件ご報告させて

頂きます。1件目は空気の放射性物質の濃度でございます。資料のタイトルは

「福島第 1 原子力発電所における空気中の放射性物質の核種分析の結果につ

いて、第 258 報」でございます。ページを捲って頂きまして 1枚目の裏面が、

昨日の福島第一原子力発電所の西門と第二原子力発電所のモニタリグポスト

の 1番の測定結果でございます。両地点とも ND、掲出限界未満という状況に

なります。それから、2枚目の表目と裏面が、敷地内の 1号、2号、3号機の、

山側の測定結果、それから、2枚目の裏面が海上でのサンプリング結果でござ

います。傾向に関しましては 4 枚目から経時変化をグラフ化しておりますの

で、こちらの方もご確認ください。大きな変動等は見られておりません。そ

れから、3枚目になりますが空気中のダストのストロンチウムの分析結果でご

ざいます。11 月 14 日にサンプリングしたものでございますが、西門でサンプ

リングしたものでございますが、89、90 共 ND、掲出限界未満という状況でご

ざいます。3枚目の裏面が同じく空気中のサンプリング結果のうち、プルトニ

ウムの分析結果です。11 月 21 日に採取したものに関しまして、238、239、240

共 ND、掲出限界未満という状況でございます。続きまして、海水の結果です。

資料のタイトルは「福島第一原子力発電所付近における海水中の放射性物質

の核種分析の結果について、第 251 報」となります。ページをめくって頂き

まして 1 枚目の裏面に、沿岸部 4 ヵ所の測定結果、それから 2 枚目以降が沖

合の各地点での測定結果になります。経時変化を 4 枚目以降にグラフ化して

おりますが、こちらの方も大きな変動は見られておりません。こちらもスト

ロンチウムとプルトニウムの分析結果が出ております。3枚目の表面をご覧下
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さい。沿岸部の放水口の北側と南側の 11 月 14 日に採取したものでございま

すが、ストロンチウム 89 と 90 がご覧のとおり見つかっております。それか

ら、2 枚目の、3 枚目の裏面でございますが敷地の 15km の沖合いの地点での

分析結果になります。11 月 15 日に採取したものでございますが、プルトニウ

ム 238、39、40 ともに ND 検出限界未満という状況でございます。東京電力か

らは以上です。 

 

○司会 

 次に文部科学省からの説明です。 

 

○文部科学省 

  文部科学省の伊藤でございます。環境モニタリングの結果について資料を 2

種類お配りしております。まず全国的な状況でございますが、都道府県の環

境放射能水準調査、定時降下物、上水の結果については特段大きな変化はみ

られておりません。発電所周辺でありますが、20Km 以遠の空間線量率、積算

線量結果、ダストサンプリングこれらについても大きな変動はみられており

ません。それから資料 7、8は福島県における緊急時モニタリングの結果、そ

れから固定点における積算線量の測定結果ですが、こちらの方も大きな変動

は見られません。資料９について少し補足させていただきます。資料のタイ

トルが文部科学省による東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴う

放射性物質の第二次分布状況等の調査の開始についてというものであります。

文部科学省の方ではこれまで福島県内、100km 圏内におきまして 2,200 箇所の

土壌の調査、それから航空機によるモニタリング調査を東日本において行っ

てきたわけでございますけれども、この結果、福島県外にも一定レベルの汚

染が認められる地域が広がっているということで、一つは航空機モニタリン

グで空間線量が 0.2μSv/h 以上が確認された地域を自動車による走行サーベ

イを実施して実際に地上で線量率を測っていくことといたしております。具

体的なそのエリアについては、資料で申しますと 44 ページに地図がございま

すけれども、これが今回の走行サーベイを予定しているエリアであります。

それに加えまして土壌についても今申し上げた 0.2μSv/h 以上の地域におけ

る土壌におけるガンマ線核種の測定ですとか、前回行いましたヨウ素 131 の

マップの精緻化、あるいはプルトニウムとかストロンチウムの拡散状況につ

いて第一調査よりも地点数を増やして実施していく予定にしております。ま

たプルトニウム 241 についても同様に今回新たに調査対象に加えたいという

ふうに思っております。それから目次に戻りまして海域の調査の状況ですが、

発電所周辺の海域モニタリングの結果、これについては発電所全面海域のナ
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ンバー1，2で数 Bq/L のセシウムが検出されておりますが、特段大きな変化は

ございません。それから宮城県沖の海域モニタリングの結果ですけども、こ

れも５点ほど測定いたしておりますけれども、検出限界おおむね 1Bq/L に対

して ND となっております。それから別冊の方の環境モニタリングの結果につ

いてという資料で今申し上げなかった点について補足させていただきます。

別冊の方の資料番号 7、これは発電所周辺の海域モニタリング海底土の結果で

ありますが、2地点で測定された結果がセシウムについて出ております。セシ

ウム 137 で 270Bq あるいは 500Bq/kg となっておりますが、1ヶ月前と比べて

ほぼ同じ値となっております。それから福島県における学校等調査というこ

とで、緊急時避難準備区域の解除により再開した学校について、2 週間に 1

回積算線量計によるモニタリングをいたしております。今回の結果につきま

しては、13 の学校保育所が対象となっております。平均値で見ますと、前回

同様1時間当たり0.1μSv、それから年間の学校等における推定線量が0.2mSv

となっております。前回このご報告をさせていただいたときに、測定者の屋

外での活動時間がないと、屋外活動実績無しという方が多いのではないかと

のご指摘をいただきました。今回屋外活動の時間を前回と比べてみますと、

前回が約 6時間半だったところ今回 11 時間ということで、全体的には屋外活

動も少しずつ拡大されている傾向にはございますが、子供達の行動に近い先

生に積算線量計を持っていただくようにということは、改めて自治体の方に

お願いしてまいりたいというふうに考えています。以上です。 

 

○司会 

 続きまして原子力安全委員会からの説明です。 

 

○原子力安全委員会事務局 

  原子力安全委員会事務局の加藤でございます。私は、本日付けの原子力安

全委員会の紙で環境モニタリング結果の評価についてという 1 枚 1 枚紙、裏

表にコピーしてございますものと、1枚 1枚目が福島県になっております参考

資料を用いて説明いたします。 

まず資料の1の空間放射線量でありますけれどもこちらについては大きな変

化はございません。それから 2 の空気中の放射性物質濃度ですが参考資料で

いきますと 9ページから 11 ページに掛けてでありますけれども、いつものと

おり一番上の福島市杉妻町のポイントで日によって非常に小さい値ですけれ

どもセシウムが出ております。値は濃度限度を下回っているという状況であ

ります。それから、あと、この 9ページから 11 ページまでは福島県が行って

いる測定結果でして、1番のポイントについては検出限界を下げた測定法でや
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っておりますけれども、今回から他のポイントについても、今回からという

かしばらく前からなんですけど、他のポイントについても検出限界を一桁と

まではいってなくて 5 分の 1 から 6 分の 1 ですけども下げる努力をされてお

ります。そういった状況では不検出であるということであります。1番のポイ

ントと他のポイントでは測り方が違うので検出限界値が数桁違うという状況

であります。そういうことで 1 番のポイントではセシウムが若干出ておりま

すけれども他のポイントでは検出限界未満ということであります。 

 それから資料の 4 の環境資料であります。参考資料の 19 ページから 22 ペ

ージに発電所周辺、あるいは宮城県、22 ページですとさらに茨城県沿岸での

海水の分析結果でありまして、発電所に近い 1 番から 4 番のポイント中心に

セシウムが検出される日があるという状況ですけども濃度限度は下回ってい

るということです。他のポイントは検出限界未満であった状況です。それか

ら資料の裏面に行きまして 5 の全国の放射能水準調査であります。上水の方

ですけども参考資料でいきますと 29 ページからですけども、宮城県で 1Bq/kg

の値が出ておりますが指標値に比べまして 200 分の 1ということであります。

私からは以上でございます。 

 

○司会 

 次に各プラントの状況についての説明になります。まずは東京電力からの説

明です。 

 

＜プラントの状況について＞ 

○東京電力 

 東京電力からご報告させていただきます。初めに「福島第一原子力発電所の

状況」という A4 縦の表裏の資料、こちらからご確認ください。タービン建屋

の地下の溜まり水の処理に関しましては現在セシウム吸着装置と第二セシウ

ム吸着装置で高濃度汚染水の処理を続けております。トレンチ、立坑、各建

屋の地下の溜まり水の移送でございますが、現在は 2 号機から雑固体廃棄物

減容処理建屋、それから 6 号機のタービン建屋から屋外の仮設タンクへの移

送を行っております。建屋の水位、トレンチ、立坑の水位等に関しましては

午前 7 時の状況を記載させていただいておりますので、会見途中に最新のデ

ータをお届け出来ればというふうに思っております。それから放射性物質の

モニタリングにつきましては先ほど申し上げたとおりです。裏面の方にまい

りまして使用済燃料プールの冷却でございますが 2号機を除きまして、現在 1、

3、4 号機で循環冷却を行っております。2 号機は一次系差流量大の警報の対

応のため現在運転を停止いたしております。11 時現在のプール水温は 23.1℃
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ということで評価上は 1時間当たり、0.3℃の温度上昇があるものというふう

に考えております。圧力容器への注水、原子炉の圧力容器の温度、格納容器

の圧力に関しましては記載の表のとおりです。本日 10 時 29 分から、1号機の

格納容器のガス管理システムの試運転を開始いたしております。また、その

他の作業の状況に付きましても、会見途中でございますけれども、実績をお

知らせできればというふうに思っております。続きまして、発電所内のモニ

タリングの状況をご報告させていただきます。1 件目は土壌の分析結果です。

資料のタイトルは、「福島第一原子力発電所構内における土壌中の放射性物質

の核種分析の結果について」という事で、続報 42 でございます。こちらペー

ジを捲っていただきまして、1枚目の裏面に別紙 1という形で構内の三箇所、

グラウンド、野鳥の森、産廃処分場での、ストロンチウムの分析結果になり

ます。11 月 14 日にサンプリングした物を、分析したものでございますが、ご

覧の表のとおり、10 の 0 乗から 10 の 2 乗 Bq/kg という値で、検出されており

ます。2枚 2枚目が別紙 2という形で、同じく土壌中のプルトニウムの分析結

果になります。測定点は同じでございまして、11 月 21 日にサンプリングした

物の分析結果になりますが、ご覧の表のとおり検出されております。レベル

的にはいわゆる、過去の大気圏核実験でのホールアウトの量と同程度でござ

いますけれども、日が違いますので、事故の由来というふうに考えておりま

す。2枚 2枚目の裏面が別紙 3という事で、土壌中のガンマ線の核種分析の結

果でございます。セシウム 134、137 以外の核種については今回のサンプリン

グ結果では見つかっておりません。続きまして取水口付近の、海水のサンプ

リング結果です。資料のタイトルは、「福島第一原子力発電所取水口付近で採

取した、海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果について、12 月 7 日

の採取分」でございます。ページを捲っていただきまして、1枚目の裏面から

各サンプリング地点での測定結果と、3枚目からは経時変化をグラフ化してお

ります。大きな変動等ございませんので、引き続き高濃度汚染水が海洋中に

露出してないというふうに考えております。それから、2枚 2枚目の裏面にな

りますが、こちらもストロンチウムの分析結果が出ております。1、4 号機の

取水口内北側の海水でございますが、ストロンチウム 89 が 55Bq/l、ストロン

チウム 90 が 130Bq/l という形で検出されております。続きまして、サブドレ

ン水の分析結果です。資料のタイトルは、「福島第一原子力発電所タービン建

屋付近のサブドレインからの放射性物質の検出について」という事で、12 月

7 日の採取分でございます。ページをめくっていただきまして、1枚目の裏面

に 1 号機から 6 号機の核種分析の結果、それから一番右側に構内の深井戸の

分析結果になります。経時変化を 2 枚目の裏面からグラフ化しておりますけ

れども、こちらも大きな変動は見られておりませんので、タービン建屋に溜
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まっております高濃度汚染水が地下水中に漏出してないというふうに考えて

おります。2 枚目の表面ご覧下さい。1 号機、2 号機、5 号機のサブドレイン

の中のストロンチウムの分析結果です。11 月 14 日のサンプリング結果でござ

いますが、ストロンチウム 89 とストロンチウム 90 がご覧の表のとおり、検

出されているという状況でございます。続きましてサブドレン水の中で、集

中廃棄物処理施設周辺の結果です。A4 横の表の形式になっているものでござ

いますが、こちらも昨日の測定結果は通常の変動範囲内でございます。集中

廃棄物処理施に溜まっております高濃度汚染水が、地下水中に漏水してない

というふうに判断いたしております。モニタリングの状況に付きましては以

上です。それからもう 1 点。本日、日曜日に発生いたしました、蒸発濃縮装

置からの漏えいに関しまして、報告書を保安院さんの方に提出させていただ

きましたので、こちらのご説明させていただきます。今回は、保安院さんの

方から 12 月 5 日に指示文書をいただきまして、その指示内容に従いまして報

告書を出しまして、現在までの状況を取りまとめて報告させていただいたも

のでございます。ページを捲っていただきまして、2枚目に表面からが報告書

の本体でございますが、報告した内容は主に 3点ございます。1点目は、今回

の漏えいが発生した原因を究明し、再発防止対策を講じる事。2点が、同じく

同様の装置がございますので、他の堰についての健全性の確認と必要に応じ

た補修、その他、漏えいの検知の対策について、計画を策定し実施する事。3

点目が漏えいに関しまして、海への放出の有無を含め、漏えいの範囲及び漏

えい量を確認し、放射性物質による周辺環境に対する影響を評価することと

いう 3点ございます。なお、3点目の環境への影響に関しましては、昨日公表

さしていただいた内容と同じでございますので、本日のご説明は省略させて

いただきます。まず 1 点目の漏えいが発生した原因を究明し、再発防止対策

を講じる事でございますが、まず漏えいした箇所につきまして、ご報告させ

ていただきます。ページをめくっていただきまして、13 ページから少し資料

が付いておりますけれども。今回漏えいが起こりましたのは、蒸発濃縮装置

の 3A、3B、3C という装置がある所の 3A の装置でございます。こちらがジャ

バラハウスの中に三基がまとまって、存在する状況でございまして、次の 14

ページの添付資料 3 に、当該装置の概略図が描かさしていただきました。漏

えい箇所は、この RO 濃縮水入口原液と入ってくる所に、原液予熱器という物

がございます。そこの出口側の所で、漏えいしてる箇所があるという事で、

今回改めて水を張った結果、判明いたしております。写真がページが飛びま

すけど、16 ページの所に写真が乗っ取りますのでそちらの方もご確認下さい。

写真と系統概略図の水の向きが、反対になっておりますのでご注意下さい。

系統図で言いますと、廃液、原液予熱器の右側の所の、接続部の所が漏えい
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しているというような所でございまして、下の写真がございますけれども。

原液予熱器の今度は左側の方の接続部という事になります。赤い矢印が水の

流れを示しております。この箇所で漏えいしているという事が分りましたが、

念のため他の漏えい箇所があるかどうかについては、現在更に調べている所

でございます。それから、建物方から漏れた箇所に付きまして、15 ページの

添付資料 4 をご覧下さい。こちらは昨日、申し上げた所でございますが、蒸

発濃縮装置が据え付けてございます、ジャバラハウスの東側の所に、コンク

リートのひび割れがございまして、そこから漏れたというような状況でござ

います。その他、堰を乗り越えた部分が少しございましたけれども、こちら

の方に関しましては、排水溝までは達していないというふうに判断いたして

おります。本文の方に戻っていただきまして、2ページ目の一番下の所からが、

少し繰り返しになりますがカッコ 2 という事で、漏えい箇所のご説明をさせ

ていただきました。蒸発濃縮装置 3A 本体の漏えい箇所と、3ページになりま

すが蒸発濃縮装置 3A から 3C のハウスの漏えい箇所という所でございます。

具体的な場所といたしましては、コンクリート製の床面をいわゆる繋いでい

る所の、隙間にシール材を埋めておりますが、その所が変形して隙間が広く

なっている所がございまして、そこから漏れたというような事でございます。

また、コンクリート製の床と堰の接続部もシール材を埋めておりますけれど

も、こちらもシール材の劣化によります損傷が確認されまして、ここから水

が漏れたというふうに考えております。したがいまして、ここに関して原因

究明と対策を取っていくという事になりますが、まず本体の方でございます

が、現在まだ原因については解明できておりません。したがいまして、原因

調査に関しましては、3ページの下から 2番目の段落にございますとおり、12

月中旬中を目途に原因の究明を進めていきたというふうに思っております。

また、建屋、ジャバラハウスからの漏えいに関しましては、コンクリートの

継ぎ目にありますシール材、それからコンクリート製の堰の接続部のシール

材の劣化という事で、漏えいが確認されておりますので、ここに対して再発

防止策を講じて行きたいというふうに考えております。また類似ハウスの点

検の状況でございますが、この蒸発濃縮装置の 3A から 3C が置いております

装置と類似の箇所が、同じく淡水化装置のうち逆浸透膜方式で使っている所

と、蒸発濃縮装置の 1A から 1C、それから 2A、2B のハウスの 2箇所でござい

ます。こちらに関しましては同様にコンクリート製の堰と床と堰の接続部分

の隙間にシール剤の一部に劣化が認められたほか、コンクリート製の床面に

ひびが確認されてましたので、補修を行うことといたしております。具体的

な写真が17ページの所に添付資料6という形で写真等をつけさせていただき

ました。こういった形で新たに見つかった所に関しましては、エポキシ塗装
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それからコーキングによりまして再度補修を行っております。なお右下 RO3

ジャバラハウス床面の所がひびが見えまして別途補修予定というふうになっ

ておりますけれども、こちらは既に 6 日の時点で作業の方は終わっておりま

す。したがいまして別途補修予定というふうにこの資料はなっておりますけ

れども、補修は完了したということでございます。それから再発防止対策で

ございますが、まず蒸発濃縮本体につきましてはまだ原因等が突き止めてお

りませんので、こちらに関しましてはまだ立っておりません。12 月中の目途

に予定しております原因が判明後、再発防止対策を検討いたしまして、来年 1

月中をめどに水平展開等を含めて実施したいというふうに思っております。

なお、この 3A から 3C の蒸発濃縮装置に関しましては、この再発防止対策が

完了するまで運用を停止することといたします。それから 4 ページの下の所

になりますが、同様の今回のハウスの漏えい対策でございますけれども、こ

のハウスに関しましては、シール剤の劣化状況を総点検いたしまして、12 月

15 日までに不良箇所の補修を行います。それから損傷した箇所それから継ぎ

目に発生した隙間に関しましては、同じく 12 月 15 日までエポキシ系の塗料

によります補修を行います。また、今回ひび割れが発生したことがつかめて

おりませんでしたので、定期的なハウスの状態の点検が行われてなかったこ

とが、今回の漏えいの一因になってることも原因でございますので、今後は

毎月 1 回建屋のパトロールを行いまして、シール剤の劣化状況及びコンクリ

ート表面の確認を行った後、必要な補修を行いたいというふうに考えており

ます。5ページになりますが、更なる対策といたしまして、現在コンクリート

の継ぎ目を中心にシール剤で埋めておりますけれども、漏水防止性能を向上

させるための塗料をコンクリート製の床面に全面に計画したいというふうに

思っております。こちらに関しましては少し時間が掛かりますので、今後計

画等の策定を進めた後実施したいというふうに思っております。続きまして 5

ページからが 2 番目でございます堰の健全性の確認と今後の漏えい防止対策

の策定計画でございますが、まずそのほか屋外に設置しておりますハウス、

堰の健全性確認につきましては、先ほど申し上げたとおり、劣化、損傷箇所

の確認と、補修に関しましては全て終わっております。また、同様にこれら

の建屋に関しましても、毎月 1 回のパトロールを実施いたしまして、シール

剤の劣化状況及びコンクリート表面の確認並びに必要に応じた補修を行って

まいります。また、同じくこれらの建物に関しましても、漏水防止性能を持

たせるためのコンクリート製、床全面での塗装を計画的に実施したいという

ふうに思っております。それから、その他の高濃度汚染水等が入っている設

備でございますが、5ページの B項目下半分でございます。既設建屋の堰の健

全性の確認でございますが、いわゆる高濃度汚染水を取り扱います滞留水の
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処理設備に関しましては、同じく堰の中に設置されておりますが、こちらは

もともと集中廃棄物処理建屋という既存の建屋にございましたので、隙間の

ないコンクリート製に塗装を施すような設計がなされておりますので、今回

のようなハウスの堰のような漏えいのリスクはないものというふうに考えて

おりますし、また漏えい検知器を設置しておりますことと、高線量エリアに

は ITV がありますので、万一漏えいが発生した場合でも早期の検知とこちら

の漏えい水に関しまして床ファンネルを通じて建屋の地下に溜まりますので、

建物外への漏えいはないものというふうに考えております。なお、6ページに

まいりますが、念のためこういったセシウム吸着装置周りの点検につきまし

ても、今週 12 月 9 日までに再確認を行いたいというふうに思っております。

それから 6 ページのカッコ 2 でございますが、今後の漏えい防止対策の計画

でございますが、淡水化装置に関しましては漏えい検知設備をつけることで

検討いたしております。なお、目標期間といたしましては 12 月 15 日を考え

ております。それまでの期間に関しましては現在 1 日 1 回のパトロール頻度

でございますが、更に頻度を上げて 1日 6回、4時間おきにほぼパトロールす

ることで考えております。なお、昨日は 1 日 3 回というふうに申し上げまし

たけれども、更に頻度を上げて監視をしたいというふうに思っております。

また、被ばく低減の観点から将来は遠隔監視ができるような ITV によります

監視カメラでの確認をしたいというふうに思っております。それから、既設

建屋の漏えい拡大防止対策でございますが、こちらもリスクそのものは小さ

くなっておりますけれども、建物のパトロールに関しましては毎月 1 回程度

の頻度で堰の塗装面の確認等を行い、必要に応じて補修を行うとともに、漏

えい検知器の動作確認等も行っていきたいというふうに考えております。3

章につきましては 7 ページから記載がございますけれども、こちらは漏えい

量 150L と、漏えいした総 Bq 数 2.6×10 の 10 乗 Bq、その他被ばく線量に関し

ましては 0.0037mSv/年ということで、結論としては変わっておりませんので

説明は省略させていただきます。なお、この被ばく評価に関しましては、測

定した全ベータの評価から用いましたので、ストロンチウムの核種分析がで

きましたら改めて評価をしたいというふうに思っております。東京電力から

は以上です。 

 

○司会 

 次に原子力安全・保安院からの説明となります。 

 

○原子力安全・保安院  

 原子力安全・保安院の森山でございます。私からは 3 点ございます。まず今
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東京電力から説明がありました蒸発濃縮装置からの水の漏えいに関する件で

ございますけども、本日お配りしておりますのは受領しましたということだ

けでございまして、この紙には別添と書いてございますが、この別添は今松

本さんから説明があったものでございますので、ここではコピーは重複して

おりますので省略しております。本件につきましては明日でございますけど

も、意見聴取会がございます。中期的安全確保の考え方に基づく施設運営計

画にかかる意見聴取会第 3 回というのが明日ございまして、そこで本件も含

む東京電力によります施設運営計画についての検討、特に保安院からの評価、

報告書の案というものをお示しをしてご審議をいただくという予定になって

ございます。したがいまして、今後そういった専門家のご意見も踏まえた上

で、本日提出のありました東京電力からの報告書についても評価をしてまい

りたいというふうに考えております。本件は以上でございます。それから、

これまでいただいておりました宿題の件で 2 件ございます。一つは住民説明

会の件でございますが、これまで生活支援チームの方で把握しているという

形で、一覧という形でお示しをさせていただいておりましたけども、今回改

めて整理の仕方を少し変えさせていただきました。今日は 2 種類資料をお配

りしております。一つは住民向け放射線影響等に関する知識の普及事業実施

一覧とございます。これは原子力安全・保安院の予算を活用して実施してい

るものでございまして、これは 23 年度の 1次補正で手当てしてるものでござ

いますが、実際は現地の対策本部の方でアレンジをしておりますけども、予

算上保安院の方で措置をしているということで、この一覧としてまず整理を

いたしました。これが一つでございます。それからもう一つ、平成 23 年度講

師派遣実績一覧というペーパーをお配りしております。これは資源エネルギ

ー庁が持っております事業として、これは今回の福島に限りませんけれども

専門家を派遣するという事業がございます。その一覧として取りまとめさせ

ていただきました。なお、保安院が予算措置をしております最初の一覧表に

あります、これまで 14 回実施をしておりますが、本件につきましては配布さ

れた資料につきましては今後確認をした上で保安院のホームページ上で公開

していきたいと、公表していきたいと考えておりますのでよろしくお願いい

たします。それから、もう 1点でございますけれども、SPEEDI の件で 3月 16

日以降で原子力安全・保安院が原子力安全委員会に依頼せずに評価、計算を

したのは最初のケースはいつかというご質問がございました。保安院では 5

月 4 日に評価をしてございます。これは 1 号機の原子炉建屋の開放を行った

と、二重扉を開放した時でございますけれども、その際に環境への影響を評

価をしております。この 5 月 4 日の時点では原子力安全委員会に依頼せずに

実施をしております。保安院からは以上でございます。 
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○司会 

 それでは、これから質疑に入らせていただきたいと思います。時間も経って

おりますので、注意事項につきましては省略させていただきます。ご質問あ

る方は挙手をお願いいたします。はいでは、すみません。 

 

＜質疑応答継続＞ 

○読売新聞 佐藤 

Ｑ：すみません。保安院の森山さんにちょっと 1 点。明日のことで伺いたいん

ですけど。明日その意見聴取会でですね、保安院としての評価案をかけて、

例えばそこで専門家の先生方からこの保安院の評価案は妥当ではないでしょ

うかという、例えばお話の大勢が得られた時に、明日のうちにその評価、保

安院としての評価というのは、例えば東京電力に渡すとかそういうことにな

るんですかね。 

 

○司会 

 すみません、やはり注意すべきでした。所属とお名前を名乗っていただいた

上で恐縮です。 

 

Ｑ： あ、ごめんなさい。読売の佐藤です。 

 

○司会 

 はい。 

 

Ａ：(保安院) よろしいですか。保安院でございますけれども、一般的になかな

か何のご意見もなくですね、取りまとまるということは余り考えておりませ

んけれども、少なくともその意見聴取会でのご意見を踏まえて保安院として

改めて評価しようとして取りまとめたいと考えております。今のところは本

件につきましても原子力安全委員会にもですね、ご報告をしたいというふう

に思っております。以上でございます。 

 

Ｑ：ごめんなさい。そうすると明日のうちに評価書として最終的に取りまとめ

にはまだならない。明日の要するに意見を聞いた上で取りまとめは週明け以

降になるということですか。 

 

Ａ：(保安院)通例このような意見聴取会でありますと何らかのご意見がありま
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すし、基本的には今ご質問のあったようなことになるのではないかと思って

おります。 

 

○司会 

 他にご質問のある方、挙手をお願いします。お 1 人、その他いらっしゃいま

せんか。ではお 1人とそちらの方、お 2人続けてお願いします。 

 

○回答する記者団 佐藤 

Ｑ：よろしくお願いします。回答する記者団の佐藤です。東京電力にふたつお

聞かせいただけますでしょうか。ひとつは保安院とも関係します。まず、東

京電力が 2 日に発表した中間報告書なんですけれども、これの英語版の方が

東京電力のホームページ、英語の方のホームページでまだ公表されていない、

あるいはリンクが、タイトルは出ているんですけれども、文章そのものへの

リンクが出ていない状況なんですが、これ英語版というのはいつ頃出る予定

なのでしょうか。それがひとつ目です。もうひとつが、政府と東京電力を擁

護する立場で会見をずっと見てきたという方からの質問があります。汚染水

が漏れたことの関係で、海に繋がっている側溝がある、そういうことですけ

れども、結局雨が降れば最終的には放水口から海に水が出て行くのではない

かという疑問をもっていまして、雨水も海に放出するようなことをせずに敷

地内で保管するというのが可能かどうか。具体的には 4 月だったと思います

けれども、海水の、汚染水を海に放出したことがあった時に、政府側からは

今後一切そういうような海に流すようなことはしないと言っていましたが、

雨水は海の方に出て行っていいのか、雨水というのは福島第一の構内を流れ

た、地表を流れた雨水はいいのか、このことについて確認したいという内容

です。以上 2点よろしくお願いします。 

 

Ａ：(東電)はい。まず中間報告書の英語版でございますが、現在準備を進めて

いる段階でございまして、いつ頃載せられるかどうかについては確認させて

いただきたいと思います。量がちょっと多いものですから、準備に時間が掛

かっているものと考えます。それから、雨水に関しましては、こちらはまだ

はっきりとした私どもも見解を持っておりませんけれども、いわゆる通常発

電所の中に降った雨水はこういった側溝、それから排水路を通じて海に行っ

ておりますし、直接海に近いような岸壁ですとか、その辺りに降った雨水は

岸壁を通じて海の方にでているというのが現状でございます。こちらに関し

ましては何か集めて処理を溜めるということは物理的には非常に難しいと思

っています。 
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Ｑ： この雨水のことについて、保安院の方何かお考えありますでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) はい。保安院として特に今、雨水の管理を求めているわけではご

ざいません。必ずしも物理的にもなかなか現実的に難しい面があろうかと思

っております。ただし、雨水といいますか、少なくとも滞留水を外に漏らさ

ないということが最大の課題であると考えておりまして、今回の漏えいの件

につきましてはそこが十分できていなかったということで保安院としても必

ずしも十分は対応が取れてなかったというふうに反省もしております。なお、

雨水が当然建屋の中に入ってくるケースもございますので、そういったもの

はしっかりと処理をしていくということでございます。 

 

Ｑ： すみません。雨水の方で今、保安院からお答えのありました最後のところ、

建屋に入った雨水はしっかりと処理をしていくということ、具体的にどうい

うことかお聞かせいただけいただけますか。 

 

Ａ：(保安院)はい。現在は建屋のですね、例えば上部が屋根がないという状況

でございますので、そういったものがタービン建屋、あるいは原子炉建屋の

地下に入っていくというケースはございます。結果として、タービン建屋、

原子炉建屋の地下の水が増えるということがございまして、そういうものは

当然管理をしておりますから、処理をしていくということでございます。 

 

Ｑ：そちらの建屋の中に入らずに外側の方に回った雨水というのは、結局側溝

から海に流れていく、現状そのままだと思いますし、今後も特にそれについ

て対策することは考えていないということなんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) はい。必ずしも雨水ということではなかなか物理的に難しいとこ

ろはございますが、ただ、他方でやはり敷地の原因となります放射性物質を

いかに取り除いていくかということの方がより重要ではないかと考えており

まして、現在がれきの撤去、管理ということを進めておりますけれども、や

はりこれももちろん作業性の問題がまずは主でございますけれども、敷地内

の除染ということもしっかりと進めていく必要があろうかと考えております。

以上でございます。 

 

Ｑ： 東京電力にひとつ確認させてください。側溝を塞いでしまうというような

ことは可能なんでしょうか。雨水が海の方まで流れないように。 
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Ａ：(東電) はい。敷地全体が逆に水浸しになってしまいますので、側溝そのも

のを塞ぐことは難しいと思っております。 

 

Ｑ： 分かりました。ありがとうございました。 

 

○司会 

 どうぞ、次の方。 

 

○NHK 山崎 

Ｑ： すみません。NHK の山崎です。園田さんにちょっと今日の発表と少し違う

テーマなんですけど、ちょっと幾つか教えていただきたいことがあって質問

させてください。ステップ 2 の終了も近くなり除染の活動も今日の発表でい

ろいろ本格していく中で、地元自治体の方で非常に人がいると、つまり詳し

い放射線の専門家であったりとか、その現場を主導する人間であったりとか、

そのもう少し広く言うと賠償も含めて、その小さな数千人の自治体では、到

底こなしきれていかなということで、より人材が必要になってくるという声

が、多分地元の方から国の方にも上ってると思うんですが、今、その辺は政

府の対応としてどのように地元の自治体の人的支援みたいなところは、今後

どういうふうにしていかれることをちょっと考えてらっしゃるのかというの

を少し教えていただけますか。後で、若しくは追加するかもしれません。 

 

Ａ：(園田政務官)先ほど、環境省からもお話がありましたけれども、今、現地

に除染に関しては、推進チームが言わば事務所を作成をいたしております。

それをもって今後、更に増やしていこうということで、来年度からは約 200

名を念頭においているわけでございます。さらにまた支所を幾つか置いて、

そういった地元の皆さん方、あるいは地元の自治体の皆さん方の、事細かな、

言わば技術的な支援も含めて行っていこうということで今、考えているとい

うことでございます。また現地対策本部も置かれておりますので、そういっ

た面では福島県とそれから現地の対策本部、そして再生事務所という形のこ

の三段構えで、地元の各自治体の皆さん方との連携を、より密にしていくと

いうことの計画はございますし、今でもそういったことの対応はさせていた

だいてます。なお、先ほど現地対策本部等及び、資源エネルギー庁がこうい

った住民説明会を開いているわけでございますけれども、加えて、今、環境

省でもこれから本格的な除染という形になっていく際に、環境省がこの前面

に立って、除染に関する様々な知識であるとか、あるいはそういった専門家
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育成というような形も含めて、自治体との個別なご相談には更にきめ細かに

のっていくということは聞いております。 

 

Ｑ：今、政府の方で、その辺の人材支援みたいなところっていうのは、足りて

いるという雰囲気で今、とらえていらっしゃるんですね。それとも、まだま

だ今、ちょっと除染について答えていただきましたけれども、今後その除染

が一番大きいかもしれませんけど、それも含めて生活再建とか、様々な生活

の広い範囲でサポートができる人材、もちろん自治体にもおられると思いま

すが、何分国の政策にもリンクしてくるので、なかなか自治体のそこの役所

にいられる方だけでは、適切な対応等も難しいような声もあるんですけども、

その辺り国から省庁から、大分送ってはいますが、これ今足りているという

ご認識ですか、それとももう少し強化していかないとというご認識でしょう

か。 

 

Ａ：(園田政務官)はい、今の現状で十分かといわれると、各自治体によっては

様々なご要望もあることは承知をいたしておりますので、そこに対しまして

は、今、支援チームが生活再建も含めて、対応はさせていただいているとい

うふうに思います。ただ支援チームもなかなか人数的に限りがございますの

で、そういった点では、その全ての要望に答えきれているかといいますと、

まだ十分なところではないのかなという認識はもっております。ここに対し

ての支援ということになりますと、今、精一杯やらせてはいただいておりま

すけれども、さらに来年度からどういう体制が取れるのかは、また現地対策

本部等を含めて、これから復興庁も立ち上がっていくことになっていきます

ので、復興庁とも相談をさせていただきながら、今後の体制整備というもの

は図られていくんではないかということは聞いてはおります。 

 

Ｑ： ありがとうございます。最後にしたいと思うんですけど。ちょっと地元を

取材していますと、5月、もう半年前のやつで 4月、5月にですね、地元の状

況というのは、細かい情報というのは政府への全くというか、非常に上って

ない時期があって、全然地元のことを分かってくれないという批判がある中

で、省庁から人を送り、場合によっては自治体に貼り付けてという対策を取

られて、大分改善はしたという声は聞こえているんですが。これは園田さん

の方で、ご指南されるべきだと思うんですけれども、また省庁から送った人

間は二週間ぐらいで戻っちゃうと、つまりその自治体の状況とかがようやく

分かったところでまた戻ってしまうと、それでまた新しい人が来てしまうと

いうことで、各自治体の状況というのを、よりきめ細かくオンタイムで理解
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して国に繋いでもらうような、人の配置というか、巡り方というのが、どう

も一時期長くいていただいた省庁もまた短くなってきているという声もあっ

て。多分、これをしてしまうと今からの生活再建で、またちゃんとした情報

が政府が分からないまま政策を打っていくということになりわしないかとい

うようなちょっと指摘も、各自治体から出ているというふうに聞いているん

です。その辺り、ただ人を、支援チームを送りましたではなくて、支援チー

ムがどういうふうに自治体のニーズをとっていくかといったところに、少し

まだ工夫が足りないんじゃないかなと思うんです。その当たりは政府で議論

をされてますでしょうか、どうでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)その点までは、私が関わってはおりませんので、よくよく話

しは聞いておきたいと思いますけれども、いずれにしても先ほど、最後に申

し上げましたように、これから本格的な復興庁がようやく今日かな、参議院

も通って成立をする、あるいはしたというふうに思っておりますので。その

復興庁は、現地にも確りとした場所を構えるということを聞いておりますの

で、そういった点では副大臣も含めて配置がされるということでございます

ので、その点については、より固定的な今までとは違う、さらにロングスパ

ンでの対応というものは、確実に出来あがっていく体制が整えられるんでは

ないかなというふうには期待はしてます。 

 

Ｑ： それも含めて、是非ご検討ください。 

 

○司会 

 それではご質問のある方。ではそちらの方、それと後ろの方、2人続けてお願

いします。 

 

○中日新聞 谷 

Ｑ： 中日新聞の谷といいます。東京電力の松本さんに、午前中の会見でもあり

ました汚染水を処理した水を海洋に放出することを検討しているという件で、

幾つか教えてください。今日の午前中には全漁連さんが来たわけなんですけ

れども、この計画を検討段階ということで、事前説明をなさってるかと思う

んですが、全漁連さん以外に自治体関係であるとか、あるいは諸外国である

とか、そうした説明の状況、どこまで進んでるかというのを教えてください。

もう一つですね、今日の午前中の会見では、結果的にご説明をなさったわけ

なんですけれども、こういった計画を検討しているということを、東電さん

の方から先にアナウンスするわけではなくて、会見で質問を受けた上で答え
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を用意しているものを説明なさったかと思うんですが、先に会見でご説明な

さらなかったのはどうしてかというのを教えてください。もう一つ、今回の

この話に関するような予兆といいますか、昨日の汚染水処理の状況の説明資

料の中にも、3月の上旬には許容量と交差してしまうという状況があるという

ことを既にご説明なさっているんですが、その段階でも既に全漁連さん始め、

関係者の方に相談している中で、海洋の放出の可能性があるということは、

東電さんの方から自主的に説明できたと思うんですが、それをなさらなかっ

たのはどうしてかと、以上 3点教えてください。 

 

Ａ：(東電) まず事前のご説明の状況でございますが、全漁連さんを始め、福島

県さん始め漁協さんの方にご説明に伺っております。また福島県さんを始め

地元の自治体の皆さまにも、海洋放出に限ったわけではございませんけれど

も、施設運営計画のご説明ということで伺っている際に海洋放出の記載のと

ころについても、こちらも重要な記載になりますので、こちらも重点的にご

説明させていただいてるという状況でございます。それから検討している段

階のお話を、どういうタイミングで公表していくかにつきましては、こちら

は少し私どももいろいろ考えておりますけれども、今回は施設運営計画の中

に、こういう記載がございますので、この説明計画の公表、それから報告に

合わせて皆さまに公表することで段取りを考えていたものでございまして、

まだ本日に関しましては、施設運営計画そのものは、まだ準備段階でござい

ますので、現時点でお話し出来ることということで、今朝の会見でお話しさ

せていただいたものでございます。 

 

Ｑ：説明の中で、諸外国というのは、どういう状況ですか。 

 

Ａ：(東電) 諸外国に関しましては、直接私どもの方から説明をしていることは

ございません。自治体の皆さまと漁協が中心でございます。 

 

Ｑ：分かりました。2点目の方の理由でおっしゃっていただいたんですが、この

汚染水を処理したものとはいえ、意図的に放出するという事例は、前回おや

りになった時に、非常に大きな社会的反響があったと思うんですね。施設運

営計画全般的に入っている一つの検討項目ではあるとは思うんですが、位置

づけ的にですね、非常に重い物であるというのは、これは当然も分かってい

らっしゃると思うのでそのためにあえて、地元にもですね重点的に説明なさ

っていらっしゃると、思うんですね。ですから、個別の項目、最近になって

例えば、昨日はストロンチウムのですね、量、ご報告をなさったりとか、取
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り立てて、報告されている訳ですから、この重い案件について、やはり個別

にですね、ご説明なさるという方が、会見聞いているですね、国民的な理解

も得やすいと思いますし、今回出来なかったわけなんですが、是非、次回以

降はそういった姿勢で望んで頂ければとありがたいと思います。あともう一

つごめんなさい。これとちょっと離れるんですが、敷地外への総放出量を再

評価なさっていると思うんですが、この中には、今後この海洋放出をした場

合のですね、量というのも評価に盛り込む計画はあるんですか。 

 

Ａ：(東電)はい、最初のご質問、ご要望に関しましては、きちんと受け止めさ

せて頂きたいと思っております。それから、総放出量の評価に関しましては、

これは過去に放出した分を評価していきますので、今後、海洋放出すること

がございましたら、その都度足し算するという形になりますので、今のとこ

ろ、まだ、海洋放出するとも、しないとも決まっておりませんので、現在の

評価は過去分ということになります。 

 

Ｑ： ごめんなさい。今の件で確認なんですが、そうすると仮にですね、今検討

されている海洋放出をなさった場合は、それをその後に評価されて、最終的

に加えるという形になるということでいいでしょうか。 

 

Ａ：(東電)そうですね、その時点その時点での総放出放射能量は、いくらかと

いうような問、あるいは評価になりました際には、その時点で、空気、大気

からも放射能が出ておりますので、その分ですとか、海に出た分というのが

足し算されていくことになります。 

 

Ｑ： 分かりました。何でこんなこと聞いたかといいますと、再評価を 11 月中

にやられると言ってから、若干時間が掛かっている状況の中でですね、今日

こういうこの海洋放出を新たに検討されているということが出てきまして、

ひょっとして、これを待った上で再評価しているんではないかというですね、

ちょっとうがった見方もしてしまえるような条件になってしまったものです

から、そこの辺の整合性というのは、じゃあ無いということで言うわけです

ね。 

 

Ａ：(東電) それは、ございません。 

 

Ｑ：  

 分かりました。 
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○司会 

 はい、では、後ろの方。 

 

○共同通信 服部 

Ｑ： 共同通信の服部です。どなたが把握されているかちょっと分からないので、

東京電力、保安院、安全委員会それぞれにお伺いしたいんですけど。ステッ

プ 2終了後の 18 日頃に NRC のヤツコ委員長が日本を訪れて、福島第一原発を

視察するという一部報道があるんですけれど、こうした予定は把握されてい

るでしょうか。視察する場所や、政府高官どなたかと会合する、後、東京電

力経営層どなたかと会合する予定があれば、教えて頂けないでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい、ヤツコ委員長が、来日をされたいというご意向は、私

どもの所には、来ております。ただその、滞在の中でですね、どういう形で

ご訪問をされるかというところの詳細な日程までは、聞かせて頂てない状況

でございます。 

 

Ｑ： 時期のめどとして、ステップ 2終了後ということは、そのとおりなのでし

ょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)ステップ 2 終了というものが、どの段階で行うというのは、

まだ政府の中で決まった訳ではございませんので、それと、ヤツコ委員長と

の関係においては、全くある訳ではありません。 

 

Ｑ： 分かりました。来日したいというご意向ということですけれど、福島第一

原発を視察する目的でということでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)第一原発かどうかまでは、ちょっと聞いておりませんけれど

も、来日をされたいというご意向は、私どもの所には届いております。 

 

Ｑ： すいません、東京電力の松本さんに福島第一原発を視察したいという意向

が伝わっているのかどうか、教えて頂けないでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい、まだ私どもの所には聞いていないと思いますけれども、どう

いうルートで社内に伝わっているのか、ちょっと確認させて頂ければと思い

ます。 
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Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 

 他にご質問のある方、では、そちらの方。まだ 1 回目の方は居らっしゃらな

いですね。よろしいですか。じゃあ、そちら前の方とその後ろの方、3人続け

てお願いします。どうぞこちらから。 

 

○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ：ニコニコ動画の七尾です。園田政務官よろしくお願いします。今ありまし

た、やり取りの中にありましたけれども、斎藤官房副長官がですね、7日の訪

問先の沖縄県内で、16 日にも冷温停止状態の視察について、野田総理が 16

日も発表出来るとの見通しと発言されているんですけれども、これでもまだ、

正式には決まってないということなんでしょうか。決まってないんですね。

はい。 

 

Ａ：(園田政務官)決まっているとは私は聞いておりません。 

 

Ｑ： そうですか。ただ、官房長官もですね、その際には、野田総理が達成を表

明されるということは、まだそういう調整を進んでいるということは、お話

だったんですけれども、それは、そういう形になるんですよね、野田総理が

発表されて、というのは、これは決定事項でよろしいですよね。日にちは決

まってなくても。 

 

Ａ：(園田政務官) 野田総理がということかどうか、ちょっと私も存じ上げてお

りませんけれども、原災本部において、このステップ 2 が終了かどうかの確

認をするということまでは、決まっているというふには聞いております。 

 

Ｑ： 分かりました。後ですね、もう 1点。今日環境省の方の出席頂いたんです

けども、今後もですね、また会見に出席して頂けるという形にはなるんでし

ょうか。 

 

Ａ：(園田政務官) はい、それについてはですね、細野大臣、私のラインからす

ると原発事故収束の担当の細野大臣に皆さま方からのご要望がありますので、

ということでご要望としてお伝えをさせて頂きました。それを受けて、細野

大臣がご判断をされて、なかなか厳しい状況ではございますけれども、短時
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間でもいいから出席をという形で、今回実現をしたものであります。したが

ってまた次回がどういう形であるかどうか、またそれはちょっとご相談させ

て頂ければと思っております。 

 

Ｑ： 分かりました。先ほど、私の質問でですね、ちょっと未回答の部分が環境

省の方からあったんですけども、それは後日、園田政務官からお伝え頂ける

ということでよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官) はい、それは、承っておきますので、環境省にも、もし来

れるんだったら来て頂きたいと思ってますけれど、無理であれば、私が託し

て頂いて、私からお答えをさせて頂くという形を取りたいと思います。 

 

Ｑ： 分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 

 はい、では、そちらの方。 

 

○ネオローグ 小嶋 

Ｑ：ネオローグ 小嶋です。よろしくお願いします。東京電力さんに、今回の

海洋放出の検討の件に関してなんですけど。農水大臣、鹿野農水大臣が水産

庁としては、まかりならないということを発言されましたけれども、これに

関して、ご見解というか、返答はなされたんでしょうか。もう 1 点、この件

に関して、事前に農水省等に説明はされたのでしょうかということです。も

う 1 点、海洋放出の検討というか、する際に、どのレベルまで、低減するこ

とを予定しているかというか、低減出来れば、海洋放出出来ると考えている

のかということで、ストロンチウムに関しては、まだ除去をしている技術が

無いということですが、例えば、何 Bq とか、このセシウム、ストロンチウム

だけでなくて、アルファ核種に関しても何か検討に入っているかということ

をお尋ねしたいです。 

 

Ａ：(東電)はい、農水省それから、特に私どもが説明させて頂いたのは、水産

庁さんでございますけれども、そういった水産庁さん、それから全漁連さん

等のご意見を踏まえつつ、今後の取り組む方向を現在、検討している段階で

ございます。それから、どれくらいまで、低減するかというお話でございま

すが、これは全ての核種について、いわいる告示濃度限度以下にしないと放

出出来ないというふうに思っております。したがいまして、現在ストロンチ
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ウム等も告示濃度を超えておりますので、これを十分下回る程度に低減した

後、放出するとすれば、そういった条件をクリアしたかなという事になりま

す。 

 

Ｑ： ストロンチウム含めて、アルファ核種等に関して、除去出来るものがある

のか。アルファ核種に関してはもはやその濃度限度以下に現在なっていると

いうことなのでしょうかということなんですけども。 

 

Ａ：(東電)アルファ核種につきましては、現在検出限界未満という状況でござ

いますので、その都度核種分析をして確認をするということになりますが、

ストロンチウムの他、その他のガンマ核種についても、いわゆる核種分析を

して濃度限度以下であるということを確認してからの放出ということになり

ます。また、現在セシウム吸着装置等ではストロンチウム等まだ十分取れて

おりませんので、新たにこういった核種を取る装置を今検討している段階で

ございます。 

 

Ｑ： その検討というのはどの辺まで進めてるんですか。何か機器選定があるの

か、それとも技術的に既に。 

 

Ａ：(東電) はい。技術的なめどは付きつつありまして、現在実際の設備とし

てどれくらいの能力、それから物を作っていくかというところの検討をして

いるところでございます。 

 

Ｑ： その機器に関して、メーカーさんとか何か決まってたりとかしてるんでし

ょうかね。 

 

Ａ：(東電) いえ、まだ発注先は決まっておりません。 

 

Ｑ： 発注先の検討というか、いろんな所と協議しているって感じですか。 

 

Ａ：(東電)発注先の可能性がある会社さんとは協議をさせていただいていると

ころです。 

 

Ｑ： それって公表は出来ないんですかね。発注、今。 

 

Ａ：(東電) はい。今のところ、公表する予定はございません。 
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Ｑ： 公表出来ないという理由は。 

 

Ａ：(東電) まだ検討段階でございますので、公表は控えさせていただければと

思っております。 

 

Ｑ： はい。分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 

 じゃあ、後ろの方。 

 

○回答する記者団 佐藤 

Ｑ：よろしくお願いします。回答する記者団の佐藤です。東京電力に二つと、

政府に一つお聞かせください。まず、東京電力に。福島第一で作用に当たっ

ているとされている人が、先ほどツイッターでちょっとこのように書いてい

るので、読み上げます。短いです。今のままじゃ、本当にメーカーや協力企

業は撤退に追い込まれる。いまだに工事代金はほとんど支払いしていないし、

それどころかそれ以前の工事代金も支払いされていないんだから。このよう

に書いてあります。工事代金の未払いがあるのかどうか。どういった状況に

なっているのか確認したいということと。福島第一の作業に関して、東京電

力が発注済の金額の合計と、支払済みの金額の合計を教えていただけません

でしょうか。11 月末締めまでの合計金額という形で構いません。それが一つ

目、もう一つ東京電力に。吉田前所長の 8 月のビデオメッセージですけれど

も、首筋の辺りが左右腫れていると見られる件で。東京電力社内で、このこ

とに気が付いた人はいるのかどうか、あるいは東京電力内でこの吉田さんの

状況について何らかのアクションをとった、注意喚起したといったことがあ

るのかどうかお聞かせください。それと、政府によろしくお願いします。被

ばくが原因だとして、今後健康被害が実際に出たというふうに訴える人が出

てくる可能性も十分あると思うんですけど、その時に政府側がどのように対

応することになっているのか決まっていますでしょうか。以上、3点です。よ

ろしくお願いします。 

 

Ａ：(東電) 工事の代金につきましては、きちんと支払われております。いわゆ

る私どものお金の支払い方で申しますと、検収後翌月払いということで振込

みという形で行っております。いわゆる検収ということで、所定の工事が終

わったかどうかという確認という行為がございます。その行為がございまし
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た後で、手続きを進めまして、所定の口座に振り込むということでなってお

りますので、未払いということはないと思います。それから、発注済の金額、

それから支払済みの金額ということに関しましては、契約にかかわることで

ございますので公表することは出来ません。それから、吉田のビデオの件で

ございますが、こちらは社内全部を確認したわけではございませんが、そう

いった指摘をすることはございませんでした。 

 

Ｑ：先に東京電力にお聞かせください。まず、工事の代金のことですが、契約

にかかわるというのは個別の契約に内容についてお聞きしているのではなく

て、合計金額をお聞かせください。それだけのことです。個別の契約内容に

はかかわりませんので、お願いします。それと、吉田前所長の状況について、

何らかの指摘は社内でなかったということですけれども、この松本さんの方

で今お答えになった社内の範囲というのはどの辺りまでなんでしょうか。統

合対策室内ですとか、本店内、あるいは福島第一、第二の方の幹部というん

でしょうか、そちらの人達から何らかの指摘がなかった、そういうような受

け止め方でいいのかどうか。 

 

Ａ：(東電) 金額にかかわることに関しましては、原則非公開にさせていただき

たいと思っております。所定の費用等につきましては、決算発表時に必要な

金額がどれくらいかかっているかについて公表させていただいております。

それから、吉田でございますが、こちらに関しましては前回か前々回だと思

いますけど、そういったご質問があった際に私が知る範囲で聞いたところで

はなかったということでございます。 

 

Ｑ： 分かりました。保安院あるいは統合対策室の方に出入り、出席している政

府関係部局の方で、吉田所長の首の周りの状況について気が付いた、あるい

は何らか噂があったとか、そういったことはあったんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) 保安院でございますけど、少なくとも私の知る範囲ではございま

せん。 

 

Ｑ： そうしますと、現状としては 8月のビデオメッセージの段階では誰も気が

付いてはなかったということでよろしいですね。政府、東京電力共に。 

 

Ａ：(東電) はい。私が聞いた範囲ではそのとおりです。 
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Ｑ：保安院の側もそうでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) 保安院として、私の知る範囲ではございませんでした。 

 

Ｑ： 分かりました。そうしますと、健康被害が出た時の対応を予定しているの

かどうか、園田政務官お願いします。 

 

Ａ：(園田政務官) はい。私からそれについてはお答え申し上げます。今ので

すね、原子力損害賠償のスキームで行きます。これは一般的なまず訴訟とい

いますか、被害の賠償という形になるんですけれども。実際に健康被害が出

た場合にはですね、このスキームの中には入っておりません。したがって、

一義的にはもし仮にですね、福島県が健康管理調査をやっておりますけれど

も、それをやってて検診を行って、それについてはきちんと福島県の方で基

金が入っておりますので、対応が出来ると。仮にそこから病気が何か発症を

したという場合については、それは直接ですね、東京電力に、言わば被害の

回復を求める形の請求が行くものであるということになります。その場合に

仮にですね、うまくそういった補償がいかなかった場合、それについては原

子力損害賠償紛争解決センターが設置をされておりますので、そこで言わば

仲介を国としては行わさせていただくという形のスキームになっているとい

うことでございます。 

 

Ｑ： その現在想定されているスキームの中で、お金の部分に関して具体的な、

あるいはある程度範囲は広くても結構なんですが、何らかの金額というのは

出ていますか。 

 

Ａ：(園田政務官) いえ、まだ被害状況が出ておりませんので、金額は出ており

ません。 

 

Ｑ： 分かりました。ありがとうございました。 

 

○司会 

 質疑の途中ではございますが、本日の作業状況がまとまったということでご

ざいますので、東京電力から説明をしてもらいます。 

 

＜東京電力からの本日の作業状況説明について＞ 
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○東京電力  

  それでは作業の状況についてご報告させていただきます。まず、原子炉へ

の注水でございますが、17時現在1号機は給水系から4.3m３で/h注水中です。

2 号機は給水系から 3、炉心スプレイ系から 4.1m３/h となっております。3

号機は給水系から 2、炉心スプレイ系から 6m３/h という状況です。格納容器

内、圧力容器内への窒素ガスの封入ですけれども、こちらはそれぞれ各号機

とも順調に行っております。2号機でございますが、本日 16 時 15 分に圧力容

器側への窒素封入量を 13 から 14.5 に調整をいたしております。格納容器の

圧力に関しましては、17 時現在 1 号機は 113.7kPa、2 号機 115kPa、3 号機

101.6kPa でございます。それから、併せて格納容器側の窒素ガスの封入でご

ざいますが、2号機が 20 から 16.5 に調整いたしております。ちょっと混乱さ

せて申し訳ございませんでした。2号機に関する窒素ガスの封入量は、現在圧

力容器側に 14.5、格納容器側で 16.5 という状況でございます。それから本日、

格納容器ガス管理システム、1号機試運転開始しておりますが、17 時 30 分現

在の出口での水素ガス濃度は、0.24％となっております。少し低い値でござ

いますが、引き続き状況を観察していきたいというふうに思っております。

それから 2 号機の 17 時現在の水素ガスの濃度は、0.5％となっております。

使用済燃料プールの循環冷却の状況です。1 号機のプール水温は 15.5℃、2

号機 24.2℃、3 号機 16.1℃、4 号機 23℃でございます。2 号機は依然、循環

冷却ができていないという状況でございます。それから、タービン建屋の溜

まり水の移送でございますが、2号機と 6号機から、それぞれ移送は継続実施

中です。午前中の会見で申し上げた、3号機復水貯蔵タンクへのホースへのリ

ークチェックに関しましては、接続が終わりまして、リークチェックまでが

終わっております。それから、建屋の水位の状況です。16 時現在のプロセス

主建屋の水位は、3,319 ミリ、午前 7時と比べますと 41 ミリの低下。雑固体

廃棄物減容処理建屋は 1,984 ミリで、午前７時と比べますと 7 ミリの低下。

サイトバンカ建屋は OP で 4,348 ミリで、午前７時と比べますと 2ミリ上昇で

す。トレンチの水位です。午後 4時現在、1号機ダウンスケール中。2号機 2,834

ミリ、3号機 3,241 ミリです。午前 7時と比べますと 2号機は 8ミリ低下、3

号機は 7 ミリ上昇です。タービン建屋の水位です。16 時現在、1 号機 3,647

ミリ、2 号機 2,852 ミリ、3 号機 3,005 ミリ、4 号機 3,001 ミリです。午前 7

時と比べますと、1号機は 12 ミリ上昇。2号機 8ミリ低下、3号機 6ミリ上昇、

4号機 16 ミリ上昇です。原子炉建屋地下 1階の水位です。16 時現在、1号機

は 4,067 ミリで変化ございません。2 号機が 2,982 ミリ、3 号機 3,228 ミリ、

4号機 3,013 ミリです。午前 7時と比べますと 2号機は 8ミリ低下、3号機 7

ミリ上昇、4 号機 23 ミリ上昇です。3 号機のタービン建屋の溜まり水の移送
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が止まっておりますので、3 号機、4 号機分の水位が上昇気味でございます。

それから作業の状況ですけれども、水処理設備の運転に関しましては、現在

キュリオン、サリーによります高濃度汚染水の処理、それから RO 膜によりま

す淡水化装置は運用中でございます。RO 膜によります累積淡水精製量ですけ

れども、12 時現在で 78,430 トンとなっております。それから、べッセルの交

換でございますが、本日は交換の予定はキュリオン、サリーともございませ

ん。明日はキュリオン側で H べッセル 2 塔の交換を予定いたしております。

以上でございます。 

 

○司会 

 それでは質疑を続けさせていただきたいと思います。ご質問のある方は挙手

をお願いいたします。えっと、じゃあまず、後ろの方。その前の方。それと

そちらの方。3人続けてお願いします。 

 

＜質疑応答継続＞ 

○フリー 木野 

Ｑ： フリーの木野ですけれども、まず東京電力の松本さんにお伺いしたいんで

すが。先ほどから話題になっている汚染水の放出の件なんですけれども、こ

れまでに何を検討したのか、具体的に検討の内容、それからそれぞれの予算、

そういったものをご説明いただけないでしょうか。それからもう 1 点、東京

電力の松本さんに。今、南放水口の所で海水のサンプリングをされていると

思うんですけれども、これはずっと、放水口から出るものを測っているのか

と思っていたんですが、一般排水溝の所にも近いんですけれども、これは一

般排水溝からの出ていた分もこれまで検出していたというふうに考えていい

んでしょうか。というのを、2点お願いします。それから、園田政務官に。統

合本部として、先ほどの汚染水の放出の件なんですが、いつから認識してい

たんでしょうか。以上、お願いします。 

 

Ａ：(東電) まず、海洋放出の件でございますが、こちらに関しましては、放出

するに当たりましては告示濃度限度以下に低減する必要がございますので、

低減するための設備の設計、検討を進めております。それから、南放水口の

サンプリングでございますが、こちらはいわゆる放水口の所から約 300ｍほど

南に行った所でございますが、当然これまでプラントの方は運転しておりま

せんので、いわゆる放水口で、いわゆる海水が流れているわけではございま

せん。したがいまして、これまで測っているものは、いわゆるその場所にお

けます濃度でございまして、漏れてくるものとしては、空気中に降ったもの
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ですとか、あるいは防波堤を通じて出てくるもの。それから一般排水路とい

う形になります。以前は、南防波堤の所の遮水壁と言いますか、鋼管矢板が

まだない状況では、高濃度汚染水がシルトフェンスで防げる以前はそこから、

シルトフェンス以降ではその隙間といった所から出てくる可能性があったと

いうことでございます。 

 

Ｑ：まずその、最初の放水の件なんですけれども、具体的に低減する必要あり

というのはそれは当然なんですけれども、実際にいくらぐらい予算がかかる

もので、いつぐらいにできるもので、どういった装置の内容であるとか、そ

ういったものはご説明いただけないんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい。まだ設計段階でございますので、確定してる状況ではござい

ませんので、そういった設備の設計が固まりましたら、公表させていただけ

ればと思っております。 

 

Ｑ：それからもう 1 点。その関係なんですけれども、以前、遮水壁を山側に作

らない理由として、地下水位が下がるから作らないという説明が、ご説明い

ただいたように思うんですけれども、これは今の状況を考えると、山側に遮

水壁作って、地下水位下げて、ついでにその建屋の中の汚染水も下げていけ

ばいいんではないかと思うんですけども、こういったことはされないんでし

ょうか。 

 

Ａ：(東電)山側の遮水壁に関しましては、以前ご説明をさせていただいたよう

に、環境への放出放射能量の低減のために、海側の遮水壁で十分ではないか

という判断をしたものでございます。特に地下水位に関しましては、サブド

レン水等の復旧もございますので、そういったところで総合的に判断したい

というふうに思っております。 

 

Ｑ： いえ、サブドレンの復旧は結構なんですけれども、サブドレンから出した

水も、当然処理水として処理するわけで、そうすると今回問題になっている

処理後のタンクが足りないという、場所が足りないというのも、またそちら

にかかるわけですよね。なぜ山側の遮水壁というのを作らないのかという理

由にはなってないと思うんですけれども。 

 

Ａ：（東電） はい。単純なご説明をさせていただきますと、やはり遮水壁を作

ることになりますと、やはり工程が非常に時間が掛かりますので、海側でも
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約二年の工程でございますので、陸側で作るとなりますと、他の工事の工程

との干渉の調節ですとか、その他地下の埋設物等の干渉の調査等もございま

すので、一概に陸側に遮水壁を作ることが今回の問題の解決には繋がらない

というふうに思っております。 

 

Ｑ：それでも、今から始めれば、二年後にはできるわけで、その間例えば、タ

ンクの場所が３月でなくなるのであれば、周辺の土地の買収であるとか、い

ろいろタンクを作る、置く場所というのは考えられると思うんですけれども、

当然資金はかかりますが、そういった検討というのは、いかがでしょうか。 

 

Ａ：(東電) 繰り返しになりますが、陸側の遮水壁を通じましても、その中に降

っております雨水等は、依然として地下水として存在いたしますので、そう

いう意味ではなかなか、この陸側の遮水壁で今回の問題解決には繋がらない

ものというふうに考えております。 

 

Ｑ：いや、分かりました。タンクの置き場所として、敷地外の所を、例えば今

人が住めなくなっている場所等を、東京電力で買収して、広くするというの

は考えられないでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい。物理的、金銭的にそういった可能性はあろうかと思いますけ

れども、こういった作業を未来永劫続けていくわけにはいきませんので、あ

る程度見通しを持った対策ができてないと、そういうことは難しいのではな

いかと思っております。 

 

Ｑ： 分かりました。園田政務官にちょっとお伺いしたいんですけれども。これ

は、統合本部としては、どういう見解で、とういった検討をされていたんで

しょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)いえ、統合本部として検討ということではございません。今

正しく保安院の方にその提示があったということでございますので、それを

踏まえて明日以降の評価がなされるというふうになります。統合本部の中で

認識でございますけれども、会議があってその中でそういう話しが具体的な

話しが出てきたというのがちょっと確認はさせていただきますけれども、1

週間程度ぐらいの中ではなかったかなというふうに記憶はしています。 

 

Ｑ： 1 週間程度というと、一つ松本さんに確認なんですが周辺の自治体である
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か漁連等それから省庁含めて説明に回られたのはいつ頃からされていたんで

しょうか。 

 

Ａ：(東電) はい。1週間程度前でございます。 

 

Ｑ： 統合本部としてはそういう状況当然認識していたわけで、なぜそのそうい

った計画をされているというのを統合本部からでも公表はされないのでしょ

うかね。当然その事故収束の作業ですから一緒にやってらっしゃるわけです

よね。先ほど東京電力の方から先に聞かれるまで出ないんだという話しがあ

りましたけれども、統合本部にもそれ同じ事がいえると思うんですが。 

 

Ａ：(園田政務官)これは統合本部としてのまだ結論ではありませんので、あく

までも東京電力がそういう計画を立てられるということでございます。本日

正式にそういった計画が出てきたということでございますので、それを踏ま

えて今後統合本部としてもあるいは政府としても判断をしていくということ

になろうかと思います。 

 

Ｑ： 今日正式にちょっと確認なんですが、今日正式に計画が出てきたんですか。 

 

Ａ：(園田政務官)すいません。まだ出てないということでこれから出るという

ことでございますので。 

 

Ｑ： 今持ってらっしゃるんですかね、園田さんは。 

 

Ａ：(園田政務官)ちょっと待ってください。どういう形になるか分からないと

いうことなので、今説明計画の中に入ってないんですか。ちょっと保安院か

ら説明させていただきます。 

 

Ａ：(保安院) 保安院からでございますけれども、施設運営計画というのは一応

その 1 その 2 とございまして今その 1 の議論をしております。その 2 という

中にこの滞留水といいますか貯蔵されております水に対する対応ということ

も当然書いていただく必要もございまして、それに対してはまだどういう表

現で出されるのかについては決まったというふうには聞いておりません。以

上でございます。 

 

Ｑ：分かりました。ちょっと 1 点だけ園田政務官と保安院の森山さんに一つだ
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けお伺いしたいんですが、先ほどもあったように今日の午前中の会見でもあ

ったと思うんですけども既に東京電力が 4 月 4 日以前に 1 万年分だか 2 万年

分だかの総量規制に換算するとそれだけの分量の濃度の放射性物質を放出し

ているわけで、それに加えて今後追加的にある意味定常的に出していくこと

になると思うんですけどこのことに関しては保安院それから統合本部と政府

としてはどういう認識をされているんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)当然追加的に放出するというものは、法規制の中においてき

ちっと守っていただけなければいけないわけでございますし、私どもとして

も今後しっかりとそれはチェックをしていくということになるかなというふ

うに思ってます。 

 

Ｑ： いや既に法規制をオーバーして出しているので、これから更に出していく

ことになるんですけどもいかがですかということなんですけども。守るのは

当たり前ですよね。 

 

Ａ：(園田政務官)もちろんです。これから追加的に出て行くものについてもき

ちんと管理はされていく必要があるというふうに思います。 

 

Ｑ： 取りあえず出してもいいってことですかね、認識としては。 

 

Ａ：(園田政務官)法の範囲内できちっとそれを守っていただく必要があるわけ

でして、それをしっかりと守っていただくように東京電力に対しては求めて

いくということになります。 

 

Ｑ： ありがとうございます。森山さんにもお願い出来ますか。 

 

Ａ：(保安院) はい。今政務官からお話しがあったのと同じでございまして、確

かに事故によって大量の放射性物質が海に限らず気体が外部に放出されてい

るわけですけども今の法体系では過去のものを足し算していくということで

は必ずしもなっておりません。基本的には 3 月間の濃度ですとか 1 年間の被

ばくということで管理をしていくということでございますので、少なくとも

その範囲でしっかりとした対応をしていただきたいということでございます。 

 

Ｑ： 分かりました。 
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○司会 

 では前の方。 

 

○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ：ニコニコ動画の七尾です。今の件に関しまして森山さんお願いします。基

本的なことで申し訳ないんですけども汚染水を浄化した後に海へ放出する際

ですが、法令基準をクリアしてからということになるわけなんですけどもそ

の際その濃度限度以下になっているかどうかの確認についてはどのように行

っているんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけれどもまだ具体的にそのようなお話しがあ

るわけではございませんので、どういうふうにそれは管理するかということ

はその計画を踏まえた上でチェックしていくことになります。 

 

Ｑ：いや通常だって法令限度以下になるとどの原発でも海洋へ放出されてます

よね、その一般的な。 

 

Ａ：(保安院) 一般的にはどれくらいの放射性物質があるかということと後はい

わゆる冷却水といいますかどの程度希釈されているかという、そういったも

ので濃度というものを評価しているわけであります。実際には管理された放

出量というのが分かりますので、その放出量というのは総量といいますか 1

回につきどれくらいというのが分かって、その上で通常冷却水で希釈されて

放水口から出て行きますので計算上基準濃度を下回っているかどうかという

ことは評価が出来るということです。 

 

Ｑ： すいませんごめんなさい。それはその書類上で確認することで例えばその

水そのものをサンプルがあって、保安院の方で解析なり何か評価するという

ことであって、あくまで書面上のやり取りになるんですか。 

 

Ａ：(保安院)基本的な測定といいますかそれは事業者が行う、保安院はその結

果を確認をするということでございます。 

 

Ｑ： 言ってみれば書類上で確認すると。そうした場合にこれ東電に言っている

んじゃなくて一般的なことでお聞きしたいんですけれども、例えば虚偽報告

なりデータの間違いがあったってことは保安院の方でチェックは出来るんで

すか。書類で、これまでもされてきたと思うんですけども。 
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Ａ：(保安院) 一般的な説明になりますけれども、基本的には保安規定という中

でそのような放出がございます。保安規定につきましては年に 4 回保安検査

というものを行っております。その中で保安規定の巡視状況ということを見

ております。そのいろんな資料へのアクセスはフリーアクセス出来ますし抜

き打ち的な検査ということで実施をしているということでございます。また

事業者の中で品質保証管理といいますか不適合管理、こういうものが適切に

なされているかということも検査の中で見てまいります。したがってそうい

った中で可能な限りそういった問題があれば発見をしていくということにな

ります。 

 

Ｑ：すいません。繰り返しになりますけれども水そのもののサンプルは取らな

いんだけども、やはり書類上のやり取りでそれはきちんと電力会社側がきち

っと対応しているのかというような判断は、出来るとそういうことでよろし

いでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) 基本的にはご指摘のとおりだと考えております。もちろんそうい

った放射性物質を保安院自ら採取するということはそれは場合によってはそ

ういうこともあるかもしれませんけれども、基本的にはその事業者がどのよ

うに管理をしているかというのがベースになろうかと思います。 

 

Ｑ：すいません。今場合によってはそういうこともあるとおっしゃいましたけ

れども、それは過去にそういったこともされているケースはあるということ

でしょうか。それと今漁業組合とか農林水産大臣がいろいろご発言されてお

りますけれども、そういった意味では国際的な関心度も高い中である程度今

回については、レアケースとしてもう少し深くコミットして保安院の方で深

く検査するとかそういった可能性は考えられるんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) まだ東京電力でそのような決定をされたというふうには聞いてお

りませんので、そういう方針が出されればどういうふうに管理をするのか、

いわゆるチェックをするのかというのはその段階で考えたいと思います。こ

れは少し例が違いますけれども構内散水されたときには実際に保安院が東京

電力で評価されています設備、計測装置といいますかそういったことを見た

り実際の評価の数値をしっかりチェックをしているということでございます

ので、それはその状況に応じた確認を行っていくということになろうかと思

います。 
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Ｑ： はい。後最後なんですが今回鹿野大臣がまかりならないと述べた件で、こ

うした例えば大臣といや地元が了解しないということで海面への放出は法的

には止められるんですか。あるいはそうしたケースというのは過去にあった

んでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけど。法令を満たしている以上、規制機関と

して止めるという事は無いと考えております。 

 

Ｑ： 分りました。ありがとうございます。 

 

○司会 

 そちらの方。 

 

○時事通信 今井 

Ｑ： すいません。時事通信、今井と申しますけども。東電の松本さんにお願い

したいんですけれども。基本的な事ですいません。今日発表あったですね、

蒸発濃縮装置の件なんですけども。これ、今回問題となったシール材という

のは、これ合成樹脂のような物という理解でよろしかったんでしたっけ。 

 

Ａ：(東電) はい。そのとおりです。 

 

Ｑ：今回、コンクリ製の床と床同士と、後床と堰の結合部分等が何箇所か出て

来ますけども、基本的に全部これ同じような物という理解でいいんですか。 

 

Ａ：(東電)はい。同じ材質でございますが、やはり一夏越しましたので、特に

堰は鋼鉄、H鋼という物で作っておりますので、その H鋼とコンクリートの熱

膨張の差ですとか、あるいはコンクリートの継ぎ目も微妙に熱膨張等でズレ

ますので、そういった所で劣化が進んだものというふうに考えております。 

 

Ｑ： 言葉悪いんですけど、要はずっとほったらかして起きた経年劣化というよ

りも、熱膨張で仕方ないというか、そういう理解でよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)ある意味、経年劣化というふうに考えておりますけれども、ご指摘

のとおりこれまで、十分な点検と言いますか、外観目視点検ができていなか

ったのも事実でございますので、今後毎月一回、こういったシール材等の状
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況を確認して、必要な補修を行っていきたいというふうに思っております。 

 

Ｑ：はい。ありがとうございました。 

 

○司会 

 ご質問ある方。後何人ぐらいいらっしゃいますでしょうか。お 1 人、2 人、3

人、4人、以上でよろしいでしょうか。ではその 4人の方、順番にお願いしま

す。そちら、2番目、3番目、4番目です。 

 

○ネオローグ 小嶋  

Ｑ： ネオローグ小嶋 です。よろしくお願いします。海洋放出の件に関してな

んですけども、園田政務官に。こういった水が、どんどん量が増えていくっ

ていう事は、ずっと分ってたと思うんですけれども。政府等も出している、

工程表等にこういった記載がなされてこういった検討がどういった処理を、

延々にタンクに入れて行くっていう事を考えていたのか。それとも、ある段

階で海洋放出があると考えていたのか、っていう点に関して教えて下さい。

もう 1 点、保安院森山さんに。この海洋放出の、平常時の基準等が年間どん

ぐらいとかという量が、あると思うですけども。年間放出管理目標ですかね、

っていう物があると思うんですけれども。この今、事故時になっているので、

大量の量を放出する可能性があると思うんですけども。この平常時の基準に、

当てはめてやるという事でよろしいのかという事と。先ほども質問にあった

と思うんですけども。以前、放出しているという事もあるので、この辺に関

してどういった基準が当てはまるのか、どういった新たな基準が必要なのか

というところの見解を教えて下さい。すいません、もう 1 点。これちょっと

確認なんですけども。森山さんに、IAEA のストレステストの国際基準に関し

て何か、進展のある情報があるかどうかという事を教えて下さい。もう 1点、

東京電力にお聞きします。今回、国の資本が注入されるという事を検討され

てるって事ですけれども。これに関して、この場合に新たに東通に新規の原

発を建設する事が、可能なのかという事をお聞きしたいです。取りあえず以

上です。お願いします。 

 

Ａ：(園田政務官) はい。私のご質問は 1問だけでよろしいですか。 

 

Ｑ： はい。先に、先にそうです。 

 

Ａ：(園田政務官) 分りました。今回のですね、事案については海洋放出の件に
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ついては、このステップ 2 の工程表、少なくともステップ 2 の工程の中にお

いての位置づけというものはございません。したがって、今後どういう形で

東京電力からですね。今後の対策の中で出てくるのかという事は、それを受

けてまた今後の課題の中へ対応という形になろうかというふうに思います。 

 

Ｑ： ごめんなさい。今の点に関して、位置づけがなかった事の理由というか、

汚染水が大量にこの発生してくるという事は分ってたと思うんですけども。

この点に関して、検討というか位置づけなかったという事はどういう事なん

でしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。いわゆる、循環注水冷却という事ですから、常にこう

回り続けるという意識の中で、私どもも対策をやっていたところもございま

す。したがって、その時点においては、タンクは今増設をしている状況では

ございますけれども、地下水がこれだけ多くの形でですね、流入してくると

いう認識が、当初の中においてはなかったのではないかなと、いうふうには

思っておりまして。したがって、途中からそういう事も考えなければいけな

いのでは無いかと、いうふうになって来たという事でございます。 

 

Ｑ： これ、海洋放出という形で、進めていく事で方向としてはよろしいのでし

ょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)まだそれがですね、東京電力から正式な形で私どもに御示を

していただいてる訳ではありませんので。それを受けてから、どういう形で

するという事の評価をしていきたいというふうに思っています。 

 

Ｑ： 分りました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(保安院) 保安院でございますけども。放出の基準は、当然平常時の基準

になります。事故時ではございますけども、実は 4 月に低濃度の物を放出し

た際には、これは危険上の処置という事で、法律で別な条文がございまして、

より大きなリスクを回避するという観点から、緊急避難的にですね、低濃度

の物を放出した事はございますけども。原則として、その平常時の基準を守

っていただくという事になります。それから、IAEA の件ですけれども、特に

具体的な進展はございません。 

 

Ｑ： 今どのような。今、検討中という事ですかね。 
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Ａ：(保安院) いえ、これは基本的な考え方は、正に保安院として審査の視点

という事を一応お示して、意見聴取会でのご意見をいただきながら、また個

別にもですね、専門家の意見をいただきながら、審査を進めていると、評価

を進めてるという段階にございます。IAEA の基準でございますけども。基本

的には、いろんな国が使えるようにという事で、作られているという事でご

ざいまして、当然、IAEA から日本が評価を受ける際には、IAEA に対する説明

は IAEA の基準と言いますか、手順そういう物をその念頭においた説明をする

必要はございますけども。基本的には、日本は日本なりの考え方でもって進

めていくと。それ程大きな何か、根本的な相違があるというふうに考えてお

りません。 

 

Ｑ：つまり、ストレステストの確認なんですけども。ストレステストの評価の

基準には、あるけれども。今行なっている、ストレステストの検査方法に関

しては、余り相違がないという事ですかね。 

 

Ａ：(保安院) IAEAの評価の方法の方がより広いというふうに聞いておりまして、

確率論などもですね、使えるようになっているというふうに聞いております。

今の保安院では個別にですね、案件ごとに専門家の意見を聞きながら、実施

しておりますので、当面は今、意見聴取会という事で進めておりますのが、

その形で進めていこうと思っております。 

 

Ｑ： ごめんなさい。1 個前の件なんですけども。これからまだ決まってないか

と思うんですけれども、海洋放出が東京電力が必要と言った場合にも、平常

時の年間放出管理目標というものを当てはめていくという事でよろしいんで

しょうか。 

 

Ａ：(保安院)はい。平常時の濃度基準てがございますので、こういったものを

下回るような管理が必要だという事でございます。 

 

Ｑ： はい。ありがとうございます。 

 

Ａ：(東電)東京電力でございますが、現時点で何か資本注入に関しまして、具

体的に決まった事実はございません。東京電力と致しましては、まず徹底し

た経営合理化を進めまして、費用削減それから資金確保に取り組んでいきた

いというふうに思っております。資本政策その物に関しましては、中長期的
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ないわゆる、収支財務状況を考えながら、支援機構さんと共同で製作する予

定の特別事業計画の中で、明確化していきたいというふうに思っております。 

 

Ｑ： すいません。この件に関して園田政務官に確認なんですけれども。以前、

聞いたと思うんですけれども。このような資本注入も検討されている状況の

中で、税金が投入されている中で新規原発が東京電力が可能なのかという件

に関して何か進展がありましたら教えていただきたいいんですけど、一応確

認するみたいな形だったと思うんですけど。 

 

Ａ：(園田政務官)すいません。その点についてはまだ私の所に答えが返って来

ている訳ではございません。いずれにしてもまずは東京電力におかれてはき

ちんとした経営合理化を徹底して行うということは枝野経済産業大臣よりも

指示を出させて頂いているところでございますので、それをしっかりと守っ

て頂き、また努力をして頂いて被害者の方々へのまずは賠償ということの言

わば作業を優先させて頂く事が肝要では無いかと、重要では無いかと考えて

おります。 

 

Ｑ： ありがとうございます。 

 

○回答する記者団 佐藤 

Ｑ： よろしくお願いします。回答する記者団の佐藤です。質問 3点よろしくお

願いします。まず電力に二つお聞きします。先ほどの私の質問で工事代金の

未払いがあるのではないかと事に対しまして松本さんの方が未払いは無いと

いうことで即答をされましたけれども、これは何らか確認済みの情報なので

しょうか。その点なぜ即答出来たのかお聞かせ頂けますでしょうか。それと

もう一つ東京電力に、ボランティア休暇の制度が東京電力にあると思うので

すけれども、震災発生後にボランティア休暇を取得した社員の数と 1 人当た

り、取得した社員の 1 人当たりの平均日数というのが分かれば教えて頂けま

すでしょうか。それと政府と保安院によろしくお願いします。今朝の毎日新

聞の報道で国が 1 兆円の資本注入の調整に入ったという報道がありましたけ

れども、この関係で発電と送電の分離まで念頭においた上で調整に入ってい

るのかどうかご存知でしたら教えて下さい。それとこの報道に関連してなで

すが、実質的な国有化という報道のされ方ですけど、何らかの国有化のタイ

ミングがある以前で、文書の保存命令というのを出す必要があるかと思うの

ですが、現在の法令上、経済産業大臣が東京電力に対して文書の保全命令で

すとか指示というのを出せるのかどうかお聞かせ頂けますでしょうか。よろ
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しくお願いします。 

 

Ａ：(東電) 東京電力でございますが、工事料金等の未払いがございましたら

社内でそう言った情報共有が行われますので、当然、そう言ったものが無い

ものということで、情報が無いので即答させて頂いております。それと社員

のボランティア休暇と言う制度は当社もっておりますけれども具体的に何人

いつ取ったかと言うのは集計しておりませんのでお答えする事はできません。 

 

Ｑ： 1 点目の方は了解しました。ボランティア休暇の方は集計取って出してい

ただく事は出来ますでしょうか。いろいろとインターネットの方で私が質問

を募集したりしているんですけど東京電力の社員が除染に行くべきではない

かと言う声が非常に多いんです。ただ直接それを質問する、出来るような状

況でも無いのでボランティア休暇の使用の状況と言うのをお聞かせ頂けない

かと思っています。 

 

Ａ：(東電) はい、除染活動につきましては私どもも様々な形でご協力させて

頂いておりますけれども、社員のボランティア休暇を利用してというような

ところについては今のちころ集計はしておりません。 

 

Ｑ： その集計をお願いできませんでしょうか。 

 

Ａ：(東電) 実施するかどうかも含めて検討させて頂ければと思います。 

 

Ｑ： 国民の目がちゃんとそういうところを見たいと思っていますので是非お願

いします。それと政府と保安院からよろしくお願いします。 

 

Ａ：(園田政務官) 毎日新聞の件でございますが、何か現時点ですね。そう言っ

た資本注入なるものが検討されているのかということでございますけれども、

そう言った事実は無いということでございます。それから今行われているの

は、先ほども少し申し上げましたけれども東京電力に対しましてはですね。

先般、決められました緊急の事業計画、これにのっとってしっかりと経営合

理化の各取り組みについて実施内容であるとか時期であるとか具体的な段取

り等を盛り込んだアクションプラン、これを今週中にでも策定するというこ

との予定は聞いているということでございます。したがって何か決め打った

方向性、国有化も含めてでございます。そんなような記事が嫌に私も聞いて

おりますけれども、そう言った事は無いということでございます。 
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Ｑ：すいません。まずこの点確認させて下さい。最後の処理用の所なんですが、

資本注入をする方向で調整に入ったと言う新聞の報道ではあるんですが、こ

れについてそう言った事実は無いというふうにいおっしゃいましたけれども、

事実が無いということを園田さんの方を園田さんの方で確認済みの上で今お

っしゃったのか。単に確認は出来ておらず園田さんの知っている範囲内で無

いとおっしゃったのかどちらでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)これは既に官房長官が会見でも述べておりますけれども、そ

う言った事実は無いということで否定をさせて頂いております。 

 

Ｑ： そうでしたか、分かりました。失礼しました。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけれども、保安院としましては資本注入です

とか発電送電の分離についてコメントする立場にございません。所掌ではご

ざいませんのでコメントする立場にございません。それから文書の保存でご

ざいますけども、既に記録の保存というのは法律では義務付けられておりま

すので必要な記録は必要な年限の保存が既にされているというふうに考えて

おります。 

 

Ｑ： 必要なと言うよりは全て、ほぼ全てに渡るような文書の保存は法令上そう

言った指示を出す事は可能なのでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)原子炉等規制法で必要な記録の保存は義務付けられておりますの

で、その範囲でございます。 

 

Ｑ： 経済産業大臣にそれを超えた部分の法令の保存命令を出すような権限があ

るかどうかと言う質問の意図ではあるんですが。 

 

Ａ：(保安院) はい、失礼しました。法令の範囲を超えた命令は出来ないと考え

ております。 

 

Ｑ： 確かにそうですね。分かりました。ありがとうございました。失礼しまし

た。 

 

○司会 
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 それでは次の方。 

 

○NPJ 日隅 

Ｑ： NPJ の日隅ですけれども、海洋汚染、海洋への汚染水の放出の、汚染水と

言うか、その綺麗にした水の放出の関係なんですけれども、告示濃度限度以

下にされたいというような事を言われたと思うんですけども、総量の問題が

出てくるとは思うんですけども、370 億 Bq 毎年でしたっけ、その説明を以前、

海洋放出された時に聞いた覚えがあるんですけども、それぞれ濃度と放出総

量についての定めている法令をですね。あるいは協定なのかどうかですれど

も、そういうものを保安院の方からご説明を頂きたいというのと、それから

再開した学校のモニタリングについての資料の中で野外活動の時間が増えた

のでというようなご説明があったんですが、これについて実際に生徒が行っ

ている野外活動時間という言うものをやはり併記しなければ、いくら生徒な

り園児が似たような行動をしている方に持たせるべきだと言われても実際に

それが守られているかどか分からないので数値をきちんと出して貰ってです

ね。それを例えば通わせている親が確認出来るような形で安心出来るような

情報提供というものをするべきだと思うんですけれども、この点文科省はど

のようにお考えなのかということと。それからこれは保安院と文科省なんで

すけれども、地元説明をいろいろとされているのは先ほど聞いたんですが、

前にも明らかになったように地元説明において一部誤解を受けるような情報

がやはりあった訳です。それについて遡ってここの部分については誤ってい

ましたということで参加者に対してですね、きちんと説明をする機会を持つ、

あるいは資料を配布する予定があるのかどうかということですね。それから

保安院については先ほど、5月 4日に SPEEDI について保安院が実施されたと

いうようなことを言われたんですが、3月に依頼したベント関係、原子力安全

委員会に依頼したベント関係の計算というのを、そうすると 1 ヶ月以上放置

して置いたことになって、しかも 5 月 4 日にされたのは、そのベント関係じ

ゃどうもない、工場の扉のオープンに関する、開放に関することであって。

そうすると 3 月に依頼したベント関係の計算というのは、一体どうなったの

か、しなかったのか、しなくていいものをなんで頼んだのか。その辺のご説

明をいただきたいなと思うのと、長期帰還困難区域の設定というような記事

があったのですが、これについては、低線量被ばくのリスク管理に関するワ

ーキンググループの中で、ソ連の経験として、ソ連が崩壊した後、共和国が

各共和国ができた後には、5mSv 以上を超える地域については、もう強制的に

そこは人が住めない。1から 5mSv については、そこに住むかどうかを、そこ

に住んでいる人が選択することができると。そういうことを、旧ソ連邦でさ
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えしているというようなことが明らかになっている中で、20mSv 以下であれば

住んでいいんだっていうのは、いかにもチェルノブイリの経験を軽んじてる

ような気がするんですけれども、その辺は園田さんはどのようにお考えなん

でしょうか。それから国有化の件については、先ほど、園田さんも否定され

たんですけれども、以前、何がしらの形で公的資金が注入されるわけですし、

現にいろんな形で有形無形のお金はもう既に出ているわけですが、以前、情

報公開についての私企業だから難しいんだというお話はあったんですけれど

も、既に地方自治体レベルでは、地方自治体が、例えば 100 万円以上のお金

を払っている、いわゆる法人等に対しては、情報公開条例が適用されるんだ

というような形での情報公開が進んでいるところも多数ある中で、今回のよ

うな非常事態を受けて、何かそのようなことをご検討いただけないのかなと、

東電についてですね。今日の会見でも盛んにそれは｢話せない｣と言われてい

るわけですから、そういう中にどんどん税金が突っ込まれていくというのは、

どう考えても納得できないところでありますので、そのような措置を考えら

れるのかどうかということと、あと最後に一つなんですが、「世界」の 1月号

に元朝日新聞の記者の方が、東海村の村長さんにインタビューをされて、い

わゆる側壁を設けたと。新しい地震による津波が発生する可能性があるとい

うことを受けて、それが地震の来る 2 日前に完成したことによって、その積

み上げた部分があったがゆえに非常用のディーゼル発電機が確保されたとい

うような記事があって、これについて国は、そのようなリスクはないんだと

いうことで、そのような津波については考慮する必要がないといわれたんだ

けれども、これについて茨城県が｢いや、それは可能性があるんだったら検討

するべきだ｣ということで、津波の想定を公表されたことによって原燃（注・

原電と思われる）がそのような防波堤を作らざるをえなくなったというよう

なことが書かれていました。そういうような記事を、園田さんが例えば目に

されてるのかどうかということと、それからそういうことが、自民党政権時

代のことだと思うんですけれども、そういうことも振り返って、政権交代後

の政治家として、きちんとチェックされるような予定といいますか、おつも

りといいますか、もちろん記事を見ない段階では分からないかもしれません

が、その辺について、もしコメントいただけるのであればと思います。以上

です。ごめんなさい、それと除染についてですね、先ほど放射線の知識を持

っている方と、土木建築の技術のある方というふうに言われたんですが、そ

うするとこの放射線の知識を持っているというのはどういう形ではかるのか

というのがちょっと曖昧だったので、そこのご説明をいただきたいと思うん

です。というのは、もし放射線の知識を持っているというものが、今、現在

ある原発での資格であるとするならば、それはもう東電とか、そういう所で
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しかできなくなるわけで、他の企業が参入できないわけですよね。そうであ

るなら、例えば土木建築の部分と、放射線の管理の部分を分けて発注すると

いうようなことだって、場合によっては有り得ると思うんですけど、あるい

は放射線の知識を必要な除染について、放射線の知識が必要な資格というの

を新たに設けるとかですね、そういうことも可能だと思う。これは長い期間

除染されるわけでしょうから、そういう方法もあると思うんですけれども、

そのようなことについて、園田さん即答はできないのかもしれませんけれど

も、ご回答いただければと思います。以上です。 

 

Ａ：(保安院)まず保安院からでございますが、放出量の濃度と総量の件でござ

いますけども、濃度は告示がございまして、読み上げますと、「実用発電用原

子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」

というのがございます。この告示の中に、それぞれの核種ごとの濃度、ある

いは複数の核種があった場合の考え方というのが書いてございます。総量に

つきましては、これは通常保安規定に書かれておりまして、この法令の基準

以外に線量目標といいまして、大体年間 50μSv に抑えるという、これは努力

目標でございますけども、そういったものを参考にしながら事業者がそれぞ

れ保安規定の中で定めているというものがございます。それが総量でござい

ます。それから地元説明の関係で、保安院は予算を使って現地対策本部が中

心になって行ってるものがございますが、基本的には現地対策本部も、原子

力安全委員会の考え方ということを共有しながら実施してると考えておりま

すので、直ちに何か再チェックをするという予定はございませんけど、もち

ろんこれから何か問題等があれば、それは確認をし、必要な対応はとりたい

と思っております。それから SPEEDI の件でございますけども、少しご説明を

はしょってしまったのかもしれませんが、まず 3月 16 日以降は、保安院とし

て原子力安全委員会にベントの関連で、まず依頼をした際に、詳細なデータ

ということでございまして、結局放出量といいますか、放出データが得られ

ないので、実際の放出量を使ったようなベントの評価というのは出来なかっ

たと、まずございます。そういうなかで、これは 4月 9日から 10 日にかけま

して、これは私が把握しております範囲では、安全委員会を通じて評価をし

たと聞いておりますけど、単位放出量当たりの評価ということで、確か原子

力安全委員会だったと、私は記憶しておりますが、単位放出量当たりでの評

価ということは依頼して行っております。それは 4月 9日、10 日の 2日間で

行ったものでございます。その後に保安院としてといいますか、安全委員会

に依頼を行わずに行った 5 月 4 日の件は、これは文部科学省を通じて行って

おります。したがいまして保安院が自分で原安技センターに直接依頼したと
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いうことではなくて、原子力安全委員会若しくは文部科学省に依頼して行っ

たということでございます。保安院は以上でございます。 

 

Ａ：(文科省)文部科学省です。緊急時避難準備区域の解除によって再開した学

校の積算線量のモニタリングについてのお尋ねですが、子供たちの活動時間

を、公表といいましょうか父兄に対して示したらどうかというご指摘かと思

います。まず確認ですけど、この積算線量のモニタリングの目的あるいは方

法につきましては、出来るだけ子供たちの活動と同じような行動をとってい

ただく先生に付けていただいて、文科省の方や学校の方で目標としておりま

す、学校での被ばく線量を出来るだけ低く抑えるということを実際に線量計

で確認していただくということが目的でございます。改めて線量計を持って

いただく先生方に、その趣旨をお伝えして、できるだけ正確なと申しましょ

うか、結果が出るようにということで改めて今市の方に連絡をするつもりで

おります。ただ実際の個々の学校ごとの校庭等での活動の時間となりますと、

それは各学校あるいは各地域におけるニーズ、ご父兄あるいは関係者の方々

からの要望も踏まえて、必要があれば学校の方で公表していただくのが適当

ではないというふうに考えております。以上です。 

 

Ａ：(園田政務官)私へのご質問で、まず一番最後からいきますけれども、除染

に関しては先ほどの日隅さんのご質問はちょっと私もどういった観点で述べ

られたのか確認はしておきますので、また先ほどのニコニコ動画さんの七尾

さんのも含めて次回回答が得られるようにしておきます。それから最初に戻

りましてチェルノブイリの関係でございますけれども、そういった措置を取

られていたというのは私も聞かせていただいております。今後そういったと

ころも含めて今原災本部の中で議論をしていただいている、検討をしていた

だいているというふうに私も承知をいたしております。したがって、まだど

ういう形で今後お示しができるか、正しく今検討中でございますので、もう

しばらく、政府としての対応についてはお待ちをいただきたいというふうに

思います。私個人の政治家としてというふうなご質問も併せていただいたと

ころでございますけれども、当然やはり住民の皆さん方が安心してお暮らし

ができるようにしていかなければならないというふうに考えておりますので、

そういった最大限、やはり政府としても国としてもそういった方々のご意思

に沿うような形でやっていかなければ、対応していく必要があるんではない

はないかなというふうに私は考えております。それから、2点目の情報公開で

すね。東京電力に対してということでございますけれども、事業者対それを

司る経産大臣としての枝野大臣からというところで、現段階において受け止
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めていただきたいのですが、枝野大臣は常々私が申し上げるのもなんですけ

れども、先ほどの賠償の話もそうでありますけれども、東京電力に対しては

しっかりと避難者あるいは被害を受けられた方々に対しての賠償も含めてし

っかりと真摯に対応するようにと、しかもそれは最大限の配慮、そういった

方々に対する最大限の配慮を持って対応するようにということで要請をさせ

ていただいているところでございますので、そういったところも含めてやは

り対応をしていただきたいというふうに私も思っているところでございます。

で、国から強制力を持って今の段階で何か情報公開を命じると、情報提供を

命じるということは、制度上はできないところでございますけれども、やは

り私どももそうでありますけれども、したがってこういう公開の場での情報

提供というものを私どももこれからやらせていただきたいというふうに思っ

ておりますし、東京電力に対しても同じくこのテーブルについてるわけです

から、そういった点で極力皆さん方、あるいは国民の皆さん方への情報提供

というものは一緒にやっていくべきではないかなというふうに考えておると

ころでございます。それから 3 点目の東海村の件でございますが、ご指摘と

いうか、ありがとうございます。私も今日隅さんからのご指摘で初めてその

東海村の状況を知りました。茨城県のそういった対応というものは、今から

思えば大変素晴らしかった決断ではなかったのかなというふうに思いますの

で、今後私どもも政府としてもそういった事例があったのであれば、しっか

りと真摯に受け止めさせていただいて、最大限の対応というものは今後も行

っていかなければいけないのではないかというふうに思います。そういうや

はり自治体の皆さん方が現場でのそういう肌感覚というものは、一番その地

域において分かってらっしゃるというところでありますので、そういったと

ころを国としても受け止めるぐらいの度量というものは持っていなければい

けなかったし、これからも持っていく必要があるのではないかなというふう

に感じた次第でございます。一度私も「世界」の 1 月号ですか、ちょっとど

ういう形で取り寄せられるか分かりませんけれども、取り寄せてみたいと思

います。ありがとうございました。 

 

Ｑ：ありがとうございました。それでちょっと何点かあるんですが、保安院の

先ほどの告示濃度等の告示とか保安規定、これは公開されてて我々はそれを

確認することはできますか。 

 

Ａ：(保安院) 告示も保安規定も公開されております。 

 

Ｑ：それはどちらに、どちらのウェブサイトに。 
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Ａ：(保安院) ウェブサイトはちょっと分かりませんけども、告示は手元に持っ

ておりますけど、原子力実務六法という、こういうものには必ずございます。

それから保安規定は東京電力の方で公開されていると思いますが、国会図書

館その他でも公開されてるか、そこはちょっと確認する必要がございますけ

ども、事業者の方では公開されているというふうに思っております。 

 

Ｑ：それは松本さん、東電のウェブサイトに。 

 

Ａ：(東電)いえ、ウェブサイトでは多分ございませんで、発電所周辺のサービ

スホールと言った地元の皆さまの見学者用の所で保安規定を公開させていた

だいております。東京ですとこの近くにございます情報公開コーナーの所で

公開をさせていただいております。 

 

Ｑ：具体的にはどこですか。 

 

Ａ：(東電)ここからまいりますと東新ビルという所が南の所にございます。そ

この情報公開コーナーの所に置いてございます。 

 

Ｑ： コピーも可能なんですね。 

 

Ａ：(東電) はい。コピーは可能でございます。 

 

Ｑ： 分かりました。あと先ほど地元説明の訂正をされないのかということで、

直ちに再チェックする必要はないということを言われたんですが、現に一度

お示しになったものが、やはり 100mSv 以下、影響が出ないというような方向

での記載があったわけですから、これはやはり誤解を呼ぶと思うんですね。

現にそういうことがあったわけですから、先ほどのウェブサイト上に掲載さ

れるというご説明を一番最初にあったんですけれども、もしそうであればそ

れを直ちにされたいと思いますし、それが時間が掛かるようであれば少なく

ともそういう部分があるかどうかの再チェックというのは直ちに行っていた

だきたいと思うんですけれどもいかがでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)保安院でございますけども、ホームページ上での公開はできるだ

け早く行いたいと思っております。 
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Ｑ： 分かりました。 

 

○司会 

 それでは。 

 

○フリー 木野 

Ｑ： フリーの木野ですけれども。一つ東京電力の松本さんに。先日からお伺い

してるんですけれども、大津波警報が出た後の対応状況というのはご確認い

ただけましたでしょうか。それから保安院の森山さんに。先ほど松本さんの

方から説明があったのですが、南放水口の所で測っている濃度が、一般排水

溝のものがかなり混じっているということなんですけれども、これは保安院

ではそういった認識というのはまず持っていたのでしょうか。持っていたと

すると、これまで一般排水溝側からどのぐらいの量が外に出ていたというふ

うに試算されているか、そういったことをされているかどうか確認できれば

と思います。それからもう 1 点保安院の森山さんに。先ほど園田政務官が汚

染水の処理に関して、今循環しているので、一方でこれだけ地下水が入ると

は思わなかったという認識があるということをお話があったんですが、保安

院としてはそういった認識というのはまず持っていたのかどうか、予測をし

ていたのかどうかをお聞かせいただければと思います。それからもう 1 点森

山さんにちょっと確認なんですが、先ほど保安規定の総量の線量目標なんで

すけれども、これは努力目標というお話があったのですが、それで間違いな

いでしょうか。ということは基本的には告示濃度だけ守っていれば、量とい

うのは余り罰則というのはないようなことになる気がするんですけれども、

そういうことなのでしょうか。それから園田さんにお伺いしたいんですが、

放出に関してなんですけれども、今後例えば当然統合本部でそういったこと

が議論になっていくと思うんですけれども、そういったその議論の内容等を

議事録含めて公開していただくことというのはできないでしょうか。過去に

あれだけいろいろあった問題でもあり、周りの自治体全魚連含めて、諸外国

含めて、先日も中国の香港のフェニックステレビの方いらっしゃってますけ

れども、それだけの注目を集めてるものを秘密会議のまま内容を決めて、東

京電力も予算を含めて何も公開しない状態の中で、いろいろ検討したけれど

も無理なので出しましたというのでは、誰が納得するのかなというふうにも

思うんですけれども、その辺はご検討いただけないでしょうか。それからも

う 1 点園田政務官に。先ほど講師派遣の実績一覧を配布していただいてあり

がとうございました。これを見ると、ほとんど福島県外なんですけれども、

これはどういうことなのかちょっとご説明いただけるとありがたいんですけ
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れども。以上お願いします。 

 

Ａ：(保安院) まず保安院でございますけども、放水口付近の濃度の監視でござ

いますが、基本的には一般排水が近くにあることは当然承知しております。

そもそもこの発電所から何か特別に放水をしているという状況もございませ

んので、むしろ一般的な雨水その他が流れているというふうに考えておりま

す。それを具体的に量として評価しているわけではございませんけども、何

らかの問題がないかということで継続的に監視をするということでモニタリ

ングを行っているというふうに理解をしております。それから地下水に対す

る認識でございますが、当初は可能な限りタービン建屋、あるいは主プロセ

ス建屋などの滞留水は処理をしてしまうということで、できるだけ原子炉建

屋からタービン建屋への貫通口と言いますか、つながっている所をふさぐと

いった考え方もございました。したがいまして当初、主プロセス建屋の使用

期間としておおよそ 1 年ぐらいではないかという前提でものを見ていた時期

もございました。その後地下水の流量は多いということが分かってきて、現

在は OP3,000 ということで維持をしているということはそういうことがもと

もと背景にございます。したがって、地下水の流量を抑えながらも、万一の

場合にある程度の余裕を取っていくということで、地下水を OP3,000 で管理

するということでございまして、これは大体夏ぐらいにそのような兆候と言

いますか、大体分かってきたということで、それは今後中長期的にどうする

かということで検討を進めてきたという経緯がございます。それから総量の

件でございますけども、50μSv というのが線量目標の指針ということでござ

いまして、それ自体が目標ではございますけども、当然保安規定に書かれて

認可されている以上は、その範囲においては保安規定は守る必要はございま

す。したがってもしこれを超えるようであれば、保安規定を変えない限りそ

れは保安規定違反ということになります。以上でございます。 

 

Ｑ： すいません、ちょっとそこから。まず 1点、一般排水溝から出ていた水な

んですけれども、現状先ほどもお話ありましたように、今日の午前中かな、

あったと思うんですが、がれきがないので大丈夫だと思うんですけれども、

以前は高線量のがれきが大量に散乱している中で、そういった所を通った水

が普通の水だと思えないので、その分がどのぐらい出ていたというのは評価

はされてなかったのかを教えてください。それから地下水の流入なんですけ

れども、これまず 1点、夏くらいに兆候が分かってきたというのは 8月 17 日

だと思うんですが、東京電力から OP3,000 で管理するという話があった時に

は、そうすると既にそういったことがもうある程度分かっていたということ
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になると思うんですけれども、なぜ公表されなかったのか、これをお伺いで

きますでしょうか。というのともう 1 点、地下水の流入はもちろんあると廃

液の方のタンクの容量が厳しいのは分かるんですが、そうは言っても入って

くる量が日常 500 トン程度なので、入ってこなかったとしても今のまま処理

しているといずれ少しそのタンクの寿命が延びるぐらいで、いずれいっぱい

になってしまうわけで、その間に取水なり何なりというのができない以上は、

やっぱり外に出すことになると思うんですね。そういった試算というのはど

こまで先のことを見ていらっしゃったのか。ちょっとそれを確認できますで

しょうか。 

 

Ａ：(保安院)まずがれきなど、がれきに限りませんけども、敷地の汚染されて

おりますのは当然そういったものが、雨水に混じって出て行くということは

当然あるわけでございますけども、その試算ということまではやっておりま

せん。それから地下水の件でございますが、地下水が流入していることは私

も何度かその頃から言及をしていたように記憶しております。東京電力の方

でも地下水ということには言及されていたというふうに理解しております。

具体的なその量としてどれぐらいか、何百トンというのは 9 月だったかよく

覚えておりませんけど、その頃には既に OP3,000 をだいたい維持するという

ことの背景として、地下水の流入ということは言及したというふうに、厳密

な日付までは覚えておりませんけども記憶しております。それからもし地下

水が入ってこなければこれは循環するだけですので、量としては増えないと

いうふうに考えております。 

 

Ｑ： ありがとうございます。循環水だけで増えないとすると、そうすると当初

の予定とおり年末で 20 万トン処理できたということになるんでしょうか。処

理できた後に、じゃあ高線量の中を、例えば建屋の地下の高線量の状況をど

うするかというような具体的な、何て言うんでしょうかね、作業の方法であ

るとかも検討は一応されていたということなんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) 東京電力の方より詳細な検討状況はご説明できると思いますけど、

少なくとも建屋、特にタービン建屋の漏えいを防ぐような、何と言いますか、

貫通口の閉塞のための研究、試験、こういったことはかなり早い段階から実

施をされておりますし、今もまだ継続しておられるというふうに認識してお

ります。 

 

Ｑ：分かりました。 
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Ａ：(東電) 東京電力でございますが、津波の警報が 6m になった所の状況につ

きましては現在確認中でございます。 

 

Ｑ： まだ時間かかりますかね。というか津波の、これは 4月に作業員の方の遺

体が見つかった時点で質問が出ていたんですけれども、津波の避難マニュア

ルというのを見れば済むことだと思うんですが、なぜこれはそういったこと

ができないんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)マニュアル上は大津波警報が出れば現場退避をするということが決

められてるものになります。ご質問は 6m の津波警報が出た際の対応はどうだ

ったのかというご質問でございましたので、現在事実関係を確認中でござい

ます。 

 

Ｑ： 前にも一度確認したと思うんですが、そうするとマニュアル上は特に津波

の高さによって何か手立てを変えるというのは記載はないということでよろ

しいでしょうか。 

 

Ａ：(東電) はい。そうです。 

 

Ｑ： 分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(保安院)すいません、回答一つ漏れました。講師派遣の件でございますけ

ども、これは資源エネルギー庁が実施しておりまして、全国を対象にした事

業でございます。その実績を一覧にしたということでこうなっておりますの

で、事業としてどれぐらいやったかということをとにかく一覧にしたという

ことでございます。 

 

Ｑ： 分かりました。ありがとうございます。これはエネ庁が担当でこれをされ

ているというのはどういう流れでそういうことになるんでしょうか。原災本

部あるいは支援チームがやっていることというのとはまた別な。 

 

Ａ：(保安院) これはもともと従前からあった事業でございまして、一般的な放

射線の影響等を理解をしていただくということで、講師を派遣する、いろん

な自治体でいろんな事業をされる際に、そういう所に講師を派遣するという、

そういう制度と言いますか、事業があるという、そういうことでございます。 
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Ｑ： ありがとうございます。大変恐縮なんですが、この資料がここに出てきた

理由というのはどういうあれなんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)住民説明会ということはどう整理するかというのはなかなか難し

い問題がございまして、一応国と言いますか、経済産業省が係わっているも

のということで 1 回整理をしたらどうかということで、一つ保安院が今年の

補正予算で措置をしたものを使っておられるもの、それから資源エネルギー

庁が全国を対象にずっとやっているもので、その中にこの福島県でも実施さ

れているものもございますので、そこだけ抜き取ったということではなくて、

全体このような説明会といいますか、講師派遣事業がありますよということ

で 1回整理をしたということでございます。 

 

Ｑ： 分かりました。ありがとうございます。そうすると、これ以外にもっと細

かい、本当にその今回の事故に対応した住民説明会というのも、まだ他にさ

れているということでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) はい。例えば、自治体の主催で、特に国が専門家を派遣していな

い制度でですね、というのはあると考えておりまして、そういう所に例えば

支援チームの人間が結果的に参加しているというケースはあろうかと思いま

すけども、なかなかどこまで誰がどう把握しているかという整理がなかなか

難しかったものですから、少なくとも経済産業省で把握していると言います

か、事業として実施しているものということで 1 度こういった一覧を作った

ということでございます。 

 

Ｑ： ありがとうございます。実際にその今すぐに、まとめるのは難しいと思う

んですけれども、まとめることは可能ではありますよね。人がそこに行って

いる以上は。 

 

Ａ：(保安院) はい。どこまで網羅性があるかっていう問題がもともとござい

まして、たまたま支援チームが何か参加したと、どちらかと言うと、前回は

そういうことでまとめていたんですけども、それでは必ずしも支援チームが

関与していないものはどうかということで、整理が出来なかったものですか

ら、一応国の制度ということで整理をさせてもらいました。 

 

Ｑ： ありがとうございました。ちょっと園田政務官に今の件でお伺いしたいん
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ですが。確認なんですけれども、現地の災害対策本部で状況把握されている

と思うんですけれども、ご確認いただけないでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)今日、2種類お配りをさせていただいているんですが、もう一

つの住民向け放射線影響等に関する知識の普及事業、こちらが現地対策本部

がやっている福島県民の皆さま方に対する住民説明会。そして、もう一つの

この講師派遣実績一覧っていうのが、それとは別個でですね、資源エネルギ

ー庁が自治体も含めて全国的にやっているものの一覧という形ですので、現

地対策本部はこちらの方になりますけれども。そういう意図で把握してよろ

しいですか。 

 

Ｑ： 分かりました。これ 10 月からの分なんですけれども、14 回。 

 

Ａ：(保安院) これは補正で対応しておりますので、この事業は 10 月からでご

ざいます。 

 

Ｑ： それ以前のものというのは。 

 

Ａ：(保安院) それ以前のもので、資源エネルギー庁の講師派遣ということは

あるかも知れませんし、それから自治体が独自に実施されているということ

はあると思われますけども。ちょっとそこまでは、十分把握は出来ておりま

せん。 

 

Ｑ： 分かりました。こういった住民説明会というのは、ちょっと確認なんです

けれども、文科省の方ではノータッチなのか、あるいは文科省の方で何がし

らのマニュアルなり、方法なりを作られてやっていらっしゃるのか、ちょっ

と確認出来ますでしょうかね。 

 

Ａ：(文科省) 文部科学省の方で、住民説明会を主催したりとかいうことはない

と思います。 

 

Ｑ： ありがとうございます。 

 

Ａ：(園田政務官)私に対してのご質問で、議事録の公開ということでしたよね。

議事録に限らずですね、今後この対策室と言うかですね、そういった私ども

の検討結果についての文書というのは、これ行政文書になってまいりますの
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で、当然積極的に公表というものもありますし、また情報公開法による公開

という形に寄与するものもございますので、そういった点では精査をして、

個人情報ですとか、企業情報などのものを除いた部分で公表するということ

はありうるというふうに思っておりますので、その点は今後少し省内、ある

いは政府内でも議論はさせていただきたいと思っております。 

 

Ｑ： いつ頃になりますでしょうかね。 

 

Ａ：(園田政務官)ちょっと、それはまだまだこれからのこれでございますので、

検討はさせていただきたいと思います。 

 

Ｑ： 要するに今回の汚染水の放出だけではなくて、ステップ 2がどういう形で

議論されていて、これがどういうふうに終わるのか。当然、統合本部の中で

もそういった議論されているでしょうし、今の状況どう見ているかというの

もあると思うので、ステップ 2 が月内にというふうに言われている中であれ

ば、出来るだけ早くそういったものをお示しいただけると非常に有り難いん

ですけれども。 

 

Ａ：(園田政務官)恐らくですね、行政文書ですので、当然ながらこれは保存も

きちんと管理をされなければいけませんし。そして、国民の皆さんの情報、

言わば資産という形でございますので、それは情報公開法に則って、きちん

と管理をし、そして公開に寄与するというのは当然ありうる話だろうと思っ

ておりますので。いつの時点でというのは少し検討はこれからさせていただ

ければと思っておりますので、出来るだけ早く皆さま方のご要望にお答え出

来るような形は最大限努力はしたいと思います。 

 

Ｑ： 分かりました。 

 

○司会 

 よろしいでしょうか。それでは、最後にお 1人。 

 

○回答する記者団 佐藤 

Ｑ：よろしくお願いします。回答する記者団の佐藤です。質問 2 点と、これま

でに質問していることの回収をよろしくお願いします。まず、東京電力と保

安院に質問なんですが、震災発生直後に福島第一と第二にいた人、特に福島

第一の方にいた人に対して、何を見て、どう判断して、どう行動したのか、1
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人 1 人に全員に対して詳細を極めた聞き取りというのをやる必要があるので

はないか。記録残しておくべきではないかと思うのですが、この辺りどうい

ったお考えなのでしょうか。むしろ今後の大規模災害に備える、原発事故に

限らず、大規模災害に備えるという意味で、1人 1人がどう判断して、何を見

て行動したのか、本当に細かいことまで記録に残しておくということは知的

財産という上では非常に貴重ですし、むしろ聞き取り調査をやらないという

ことは、歴史の一部を破壊することに相当するようなことではあるかと思う

のですが、どのようにお考えなのかお聞かせください。それともう一つ、東

京電力の冬のボーナスが出たようですけれども、これボーナス出るようなこ

となのかどうか。会社の経営状況とか現在の状況もあるでしょうけれども、

松本さんからボーナスが出ることの妥当性についてお聞かせください。それ

と、質問させていただいていることの回収です。まず、東京電力に 12 月 1 日

の記者会見で質問したことで、震災発生後に自己都合で退職した東京電力社

員の数と、退職理由の内訳、特に病気退職による人の数を公表できないかと

いうことで聞いておりますが、これはどうなりましたでしょうか。それと、

園田さんに大臣が最後に出席した統合対策室の会議との質問で、特別プロジ

ェクトの一覧表を出して欲しいといことでお願いしておりますが、これはど

うなりましたでしょうか。同じく統合対策室の議事録の有無の確認の中で、

その他の会議体まで確認したので時間が掛かったと仰っていましたが、その

他の会議体の内訳、これも調査公表の要望していますが、どうなりましたで

しょうか。それと園田さんに、記者会見に出席している毎回の出席者の数、

特に記者の区分ごとの参加者数を公表して欲しいということで申し上げてお

りますけれども、これがどうなりましたでしょうか。後、最後お礼ですけれ

ども、保安院。私が情報公開開示請求しておりました保安院撮影の写真、公

表していただけるということで感謝いたします。以上です、よろしくお願い

します。 

 

Ａ：(保安院)まず、保安院からでございますけども、福島第一におられた方へ

の聞き取りということでございますけども、これまでも何度か聞き取りは行

ってきております。最近であれば 11 月に福島第一で当時 1号機の対応に当た

った方に対してアイソレイションコンデンサー等あるいは手順書などについ

て聞き取りをしております。網羅的にということにはなかなかいきませんけ

れども現在保安院で福島第一の事故の技術的知見に関する意見聴取会という

ことで技術的な検討を行っておりますが、その中で必要な所の聞き取りは今

後はまた必要であれば実施していきたいと考えております。以上です。 
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Ｑ： 東京電力から聞き取りに関してお願いできますでしょうか。 

 

Ａ：(東電) はい。いわゆる事故対応の記録としてそういうものを作りたいとは

思いますけれども、現時点で 1 人 1 人に聞き取りをするかどうかについては

決まっておりません。それからボーナスの支給でございますが月ごとの給料

それから賞与を合わせた形の年収ベースでの減額を実施しております。それ

から震災以降の自己都合によります退職者ですけれども現時点では通年の約

3倍程度でございます。理由につきましては公表できかねます。 

 

Ｑ： まず聞き取り調査のことに関してですが、部分的なものではなくてその福

島第一構内にいた全員に対してといったことの、そういった大規模の調査の

重要性、あるいは必要性というのは認識されているかどうか。東京電力の方

から今やりたいというようなことを仰ってましたので保安院からこの件につ

いてはお願いします。それとボーナスですけれども、その他の方で減額があ

るからボーナスをもらっていいのかどうかというような、平均 38 万円という

ような報道もありましたけれども、こういった金額というのも本来はむしろ

会社としてボーナスなんて最初から検討するようなことではないと思うので

すが、松本さんどのようにお考えなのかお聞かせいただけますでしょうか。

それと退職者の数、例年の 3 倍程度と今おっしゃいましたと思うんですがこ

れ内訳 3 倍というのは正直異常な数字ですので内訳の公表もしっかりお願い

します。 

 

Ａ：(東電) はいまず、1 人 1 人に調査するかについては今後の事故の対応の記

録をどういうふうに作っていくかによりますのでまだ決定したというような

事実ではございません。それからボーナスの支給につきましては繰り返しに

なりますけれども、月別の給与と賞与をあわせた年収ベースでの減額を実施

しております。それから退職者数でございますがこちらは通年の 3 倍程度と

いうことでございますけれども、理由につきましては公開は控えさせていた

だきたいと思います。 

 

Ｑ： すいません。このボーナスのことは了解をしました。3 倍程度退職者数い

るけれど内容を公表しないということの判断について園田政務官何かお考え

はあるんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)そうですね。どのようにお答えすればいいんだろう。 
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Ｑ： 公表すべきだとお考えなのか公表する方が望ましいとお考えなのか、ある

いは公表しなくても全く構わないというような感じなのかどうでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)退職をされる方の自己都合ということですから当然様々な理

由があろうかというふうに思っています。したがって今の労働基準法にのっ

とって考えるならば自己都合退職、会社都合退職というような形で 2 種類大

きく分けてあるわけでございますのでそういった区分けでいいのではないか

なというふうには思います。 

 

Ｑ： すいません、そんな答えでいいのでしょうか。これだけ多きな事故を起こ

している事業者の退職者数が例年の 3 倍というのはちょっと常識、事故その

ものが常識外れというのはもちろんなんですけども余りにもこれ公表せずに

そのまま済ますというような数字ではないと思うんですけど。 

 

Ａ：(園田政務官)それと事故に対する収束とどういう形でリンクするのかとい

うのは、ちょっと私は分かりかねます。したがってしっかりと東京電力、そ

して私どもの政府は事故収束をしっかりと行っていくというところがあろう

かと思います。そして新たな人員要請という点については今東京電力そして

関連企業さらには保安院という形の関連をさせながら、協力をさせながら今

放射線管理要員であるとかそういったところの人員要請というものをやらせ

ていただいているわけでございますので、そういった点では事故収束という

ものをきっちりとやっていくということが国民に対する私は責任ではないか

なというふうに思ってます。 

 

Ｑ： 数の内訳の方ですが病気休職というのがどれだけあるのか、松本さんの方

からお答えはありませんでしたけれども、病気休職者がどれだけ増えている

かというのは、場合によっては事故の収束とも大きく関係するんではないで

しょうか。この辺り政府として東京電力に確認を求めたりするつもりはある

んでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)労働基準法に抵触しているということであるなれば確認は必

要だというふうに思っておりますけれども、まだそのような報告は受けてお

りません。 

 

Ｑ： 確認するつもりはあるのでしょうか。労基法関係なく。 
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Ａ：(園田政務官)労働基準法に関係なくということでどういう形が出来るのか

は先ほど来お話しが出ているように労基法という形で保安検査という形で検

査が入るか、あるいはそうでなければ労働基準法に照らし合わせてどういう

形であるのかということはそれはその時々の状況によって検査に入る、入ら

ないは決まってくるということでございます。 

 

Ｑ： 東京電力松本さん、政府がこういうような状況なんですけども自主的に公

表するつもりはありますか。 

 

Ａ：(東電) はい。繰り返しになりますが私どもの方から退職の理由を個別にご

説明することはございません。 

 

Ｑ： 病気休職者の増減についてはどうでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい。休職者数等につきましても公表する予定は今のところござい

ません。 

 

Ｑ： 公表することで生じる支障か何かがあるんでしょうか。健康問題関わる部

分ですのでこれ出さないと駄目だと思うんですけど。 

 

Ａ：(東電) 私どもとしてはそう考えておりますけれども、これは私どもと佐藤

さんの見解の相違だと思います。 

 

Ｑ： 分かりました。取りあえずこれは了解しました。保安院からよろしくお願

いします。 

 

Ａ：(保安院) はい、保安院でございますけれども聞き取りの件でございます

が、これはお答えといたしましては必要な範囲で聞き取っていくということ

でそれ以上でも以下でもないと考えております。 

 

Ｑ： この部分歴史を作るというようなつもりで全体的な、全員に対して調査を

するような考えというのは現在では全くないということなんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院) 歴史を作るという意味はどういう意味か分かりませんけれども、

今全員をという計画はございません。 
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Ｑ： 分かりました。歴史関係というのは漏れがあると、やめておきますすいま

せん。回収の方園田政務官からよろしくお願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。特別プロジェクトについての内訳でございますが、今 2

問目の質問ともリンクしますけれどもその他の会議体も含めて今作業をさせ

ていただいているというところでございます。それから記者会見についても

区分の内訳でございますけれども、これも膨大な量でございますので今作業

に取り掛からせていただいているところでございます。出来次第また公表さ

せていただきます。 

 

Ｑ： 記者会見の参加の方に関してちょっと確認をしたいんですが、公表すると

いうことで今既に集計作業に入っているということで。 

 

Ａ：(園田政務官) はいそうです。 

 

Ｑ： 公表される形式、様式というのはこれ要望いたしました例えば何月何日に

区分 1 の記者が何人。そういった形で細かく出てくるということでいいんで

しょうか。そこまで出していただかないと逆にこちらとしてはデータとして

の意味が無くなってしまうので。 

 

Ａ：(園田政務官) ちょっとそれも含めて確認をいたします。どういう形で今

整理されているのかというところをまず確認をさせていただいて、集計が出

来たというところから発表しようということで私から指示をさせていただき

ました。 

 

Ｑ： 分かりました。取りあえず出していただければと思います。ありがとうご

ざいました。 

 

○司会 

 では最後です。本当に最後にさせていただきますけどよろしいですね。はい。 

 

○NPJ  日隅 

Ｑ： 森山さんが保安規程に決まっているから前年度の放出量について検討する

ことは出来ないというようなことを言われたんですけども、炉規法の 37 条の

3項を見ると主務大臣は核燃料物質、核燃料物質によって汚染されたもの又は

原子炉による災害防止のために必要があると認めるときは原子炉設置者に対
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し保安規定の変更を命ずることが出来るとあるわけですから、保安規定の変

更を命じて大量に何千年分の保安規定を上回るような放出をしたことを踏ま

えて保安規定の変更をすることは可能なんでしょうか。それを所与の前提の

ように変えられないというようなことを前提に答えられた先ほどの答弁とい

うのは非常に不誠実だと思うんですけれどもいかがですか。 

 

Ａ：(保安院) 変えられないと私申し上げたつもりはございませんけれども、も

ちろんこの災害防止上支障が、災害防止のために必要だと認めるときはそれ

はどういうことであれ、保安規定の変更を命ずる事ができるということでご

ざいます。 

 

Ｑ： 森山さんがご検討いただけるかどうか分かりませんけれども、そういう説

明はちゃんとやっぱりこれからはしていただけなければやはり誤解を生むと

思うんですね。よろしくお願いします。 

 

○司会 

 それでは以上で本日の記者会見を終わりにさせていただきたいと思います。

次回でございますが来週の月曜日 12 日ですけども 16 時半からを予定させて

いただいているところでございます。変更される場合もございますので改め

てまたメールにてご案内をさせていただきたいと思います。本日はどうもあ

りがとうございました。 

 

 


